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は
じ
め
に

│
『
明
治
時
代
史
大
辞
典
』
の
大
津
事
件
像

明
治
二
四
年
五
月
の
大
津
事
件
は
、
一
般
に
、
政
府
の
裁
判
干
渉
に
対
し
て
大
審
院
が
こ
れ
に
抵
抗
し
、
司
法
権
独
立
を
守
っ
た
事
件

と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
比
較
的
新
し
い
『
日
本
史
広
辞
典
』
を
開
き
、
大
津
事
件
の
項
の
説
明
（
1
）

を
よ
ん
で
、
読
者
は
そ
れ
以
上
の
歴
史
的

意
味
を
拾
い
あ
げ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
今
一
番
新
し
い
歴
史
辞
典
た
る
『
明
治
時
代
史
大
辞
典
』
は
、
大
津
事
件
の
項
に
右
の
辞
典

の
五
、
六
倍
、
約
一
六
〇
〇
字
の
説
明
を
ふ
し
て
い
る
が
（
2
）

、
不
思
議
な
こ
と
に
事
情
は
全
く
同
じ
で
あ
る
。

前
者
は
各
項
目
の
説
明
の
分
量
が
少
な
く
、
読
者
に
通
説
的
な
知
識
を
与
え
る
目
的
で
編
集
さ
れ
た
辞
典
で
あ
る
。
執
筆
者
は
匿
名
で

あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
後
者
は
各
項
目
の
説
明
に
詳
細
さ
正
確
さ
を
き
し
、
十
分
な
分
量
を
配
当
し
て
（
3
）

、
読
者
に
最
新
の
研
究
成
果
を

与
え
る
目
的
で
編
集
さ
れ
た
辞
典
で
あ
る
。
各
項
目
は
署
名
入
り
の
説
明
を
ふ
し
て
い
る
が
、
大
津
事
件
の
署
名
者
は
外
交
史
家
の
伊
藤

論　

説

一
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二
）

信
哉
氏
で
あ
る
。

大
津
事
件
の
現
在
の
研
究
水
準
か
ら
み
て
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
平
凡
な
説
明
し
か
読
者
に
提
供
さ
れ
な
い
の
か
、
読
者
の
一
人
と
し
て

不
思
議
で
な
ら
な
い
。
説
明
の
末
尾
に
ふ
さ
れ
る
参
考
文
献
を
み
る
と
、
①
安
斎
保
『
大
津
事
件
に
就
て
』
司
法
省
刑
事
局
・
思
想
研
究

資
料
を
は
じ
め
、
②
児
島
惟
謙
『
大
津
事
件
日
誌
』
東
洋
文
庫
、
③
尾
佐
竹
猛
『
大
津
事
件
』
岩
波
文
庫
、
④
田
岡
良
一
『
大
津
事
件
の

再
評
価
』
新
版
、
⑤
新
井
勉
『
大
津
事
件
の
再
構
成
』
お
よ
び
、
⑥
山
中
敬
一
『
論
考
大
津
事
件
』
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

伊
藤
氏
が
参
考
文
献
と
し
て
大
津
事
件
の
研
究
書
の
み
な
ら
ず
、
大
津
事
件
に
関
す
る
史
料
も
選
ん
だ
こ
と
は
、
②
が
あ
る
か
ら
誤
り

な
い
。
そ
れ
な
ら
、
大
津
事
件
が
日
露
外
交
上
の
重
要
事
件
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、
大
津
事
件
に
関
す
る
外
交
文
書
を
中
心
と
し
て
一
〇
〇

通
近
い
文
書
を
収
め
る
、
外
務
省
編
『
日
本
外
交
文
書
』
第
二
四
巻
の
「
露
国
皇
太
子
大
津
ニ
於
テ
遭
難
一
件
」
が
、
何
よ
り
も
重
要
で

あ
る
。
第
二
に
指
折
る
の
は
、
大
津
事
件
が
犯
人
処
罰
を
め
ぐ
っ
て
紛
糾
し
た
こ
と
か
ら
、
や
は
り
①
安
斎
保
『
大
津
事
件
に
就
て
』
で

あ
る
。
第
三
に
指
折
る
の
は
、
国
立
公
文
書
館
所
蔵
の
「
公
文
別
録
」
中
、
大
津
事
件
関
係
文
書
を
収
め
る
、
我
部
政
男
氏
ら
編
『
大
津

事
件
関
係
史
料
集
』
の
下
巻
で
あ
る
。
こ
の
下
巻
は
大
津
事
件
の
外
交
、
内
政
、
お
よ
び
裁
判
干
渉
に
関
す
る
重
要
文
書
を
数
多
く
所
収

し
て
い
る
（
4
）

。
本
書
な
く
し
て
、
大
津
事
件
を
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
伊
藤
氏
は
①
を
含
め
て
、
こ
れ
ら
三
つ
の
書
物
の
文
書
や
史
料
を

参
照
し
な
か
っ
た
し
、
⑤
の
研
究
書
も
参
照
し
な
か
っ
た
。
氏
は
④
の
研
究
書
た
だ
一
つ
を
参
照
し
た
ら
し
い
。

国
際
法
の
大
家
、
田
岡
良
一
氏
の
④
『
大
津
事
件
の
再
評
価
』
が
、
学
問
の
香
り
高
い
優
れ
た
研
究
書
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
れ
を
一
読

し
た
人
が
斉
し
く
抱
く
思
い
で
あ
る
。
田
岡
氏
は
、
本
書
で
、
ロ
シ
ア
皇
太
子
ニ
コ
ラ
イ
の
来
遊
の
前
、
外
務
大
臣
の
青
木
周
蔵
と
駐
日

ロ
シ
ア
公
使
の
デ
イ
ミ
ト
リ
ー
・
シ
ェ
ー
ヴ
ィ
ッ
チ
の
間
で
「
滞
在
中
、
万
一
ロ
シ
ア
皇
太
子
に
危
害
を
加
え
る
者
が
で
た
ら
、
日
本
の

皇
太
子
に
危
害
を
加
え
た
者
と
同
じ
く
、
刑
法
第
一
一
六
条
に
よ
り
処
罰
す
る
」
と
約
束
し
て
い
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
氏
は
こ
れ
を

二



大
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憲
制
の
危
機
（
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）

（
六
八
三
）

名
づ
け
て
、
青
木
・
シ
ェ
ー
ヴ
ィ
ッ
チ
協
定
と
も
称
し
た
。
氏
は
こ
の
協
定
の
存
在
を
、
伊
藤
博
文
の
手
記
、
児
島
惟
謙
の
手
記
お
よ
び

林
董
の
回
顧
録
を
根
拠
と
し
て
主
張
し
た
。

こ
の
う
ち
、
伊
藤
手
記
が
記
す
シ
ェ
ー
ヴ
ィ
ッ
チ
の
陳
述
は
約
束
の
存
在
を
示
す
も
の
で
は
な
い
し
、
林
の
回
顧
録
が
記
す
約
束
文
書

の
存
在
は
単
な
る
伝
聞
に
す
ぎ
な
い
。
根
拠
と
し
て
一
番
確
か
そ
う
な
、
児
島
手
記
が
記
す
松
方
首
相
の
内
情
説
明
に
し
て
も
、
こ
れ
が

果
し
て
国
際
法
上
意
味
を
も
つ
約
束
と
い
え
る
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
。
シ
ェ
ー
ヴ
ィ
ッ
チ
本
人
が
吹
聴
し
た
の
か
、
別
の
人
が
吹
聴
し
た

の
か
、
青
木
が
シ
ェ
ー
ヴ
ィ
ッ
チ
に
約
束
し
た
と
い
う
話
は
、
貴
族
院
の
人
々
の
耳
に
入
っ
た
。
津
田
三
蔵
に
判
決
が
下
っ
て
僅
か
三
日

後
、
東
久
世
通
禧
や
谷
干
城
ら
は
、
松
方
首
相
に
あ
て
た
質
問
書
中
で
、
甚
だ
し
い
「
怪
説
」
と
し
て
、
話
の
真
偽
を
問
い
質
し
た
の
で

あ
る
（
5
）

。
松
方
は
そ
う
い
う
話
は
な
か
っ
た
と
否
定
し
た
に
違
い
な
い
。
火
の
な
い
所
に
煙
は
た
た
な
い
か
ら
、
何
か
そ
れ
に
類
す
る
話
が

あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
外
交
上
の
要
求
は
通
常
文
書
で
行
い
文
書
で
回
答
す
る
が
、
約
束
に
関
す
る
遣
り
取
り
は
『
日
本

外
交
文
書
』
第
二
四
巻
の
中
に
み
あ
た
ら
な
い
。
も
し
青
木
・
シ
ェ
ー
ヴ
ィ
ッ
チ
協
定
と
称
す
る
も
の
が
あ
っ
た
な
ら
、
日
本
側
に
副
本

が
残
る
は
ず
な
が
ら
、
こ
れ
が
み
あ
た
ら
な
い
。
も
し
協
定
が
存
在
し
た
な
ら
ロ
シ
ア
側
は
そ
の
履
行
を
求
め
る
は
ず
な
が
ら
、
協
定
を

履
行
し
て
三
蔵
を
死
刑
に
せ
よ
、
と
求
め
る
文
書
も
み
あ
た
ら
な
い
。
第
二
四
巻
の
「
露
国
皇
太
子
大
津
ニ
於
テ
遭
難
一
件
」
の
文
書
に

よ
り
日
露
の
交
渉
を
み
て
い
く
と
、
逆
に
約
束
や
協
定
が
存
在
し
な
か
っ
た
と
考
え
る
方
が
辻
褄
が
あ
う
の
で
あ
る
。
田
岡
氏
が
考
察
の

前
提
と
し
て
掲
げ
る
、
約
束
な
り
協
定
な
り
が
存
在
し
た
と
い
う
根
拠
は
、
ご
く
薄
弱
で
あ
る
。

大
津
事
件
の
現
在
の
研
究
水
準
か
ら
み
て
、
な
ぜ
伊
藤
信
哉
氏
が
平
凡
な
説
明
に
終
始
し
た
の
か
と
い
う
疑
問
は
、
実
は
容
易
に
氷
解

す
る
。
伊
藤
氏
は
専
ら
田
岡
良
一
『
大
津
事
件
の
再
評
価
』
一
つ
を
参
照
し
た
が
、
こ
の
書
物
の
中
核
を
な
す
青
木
・
シ
ェ
ー
ヴ
ィ
ッ
チ

協
定
は
、
単
な
る
田
岡
氏
の
学
説
に
す
ぎ
な
い
。
田
岡
氏
は
こ
の
学
説
を
展
開
し
て
、
大
津
事
件
に
お
け
る
政
府
の
裁
判
干
渉
の
裏
事
情

三
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を
説
明
し
て
み
せ
た
。
し
か
し
、
こ
の
裏
事
情
な
る
も
の
が
空
中
に
描
い
た
楼
閣
と
し
て
霧
散
し
た
後
に
は
、
た
だ
大
津
事
件
に
お
け
る

司
法
的
過
程
の
側
面
、
す
な
わ
ち
、
政
府
の
裁
判
干
渉
に
対
し
て
大
審
院
が
こ
れ
に
抵
抗
し
司
法
権
独
立
を
守
っ
た
、
と
い
う
通
説
し
か

残
ら
な
い
の
で
あ
る
。

広
く
し
ら
れ
る
よ
う
に
、
社
会
科
学
は
自
然
科
学
と
異
な
り
、
厳
密
な
立
証
に
限
度
が
あ
る
。
し
か
し
、
大
津
事
件
に
お
け
る
外
交
面

を
論
じ
る
の
に
、
一
番
の
基
本
資
料
た
る
『
日
本
外
交
文
書
』
第
二
四
巻
の
「
露
国
皇
太
子
大
津
ニ
於
テ
遭
難
一
件
」
の
文
書
に
一
顧
も

与
え
な
い
研
究
、
こ
の
「
露
国
皇
太
子
大
津
ニ
於
テ
遭
難
一
件
」
の
文
書
か
ら
出
発
し
な
い
研
究
に
は
、
研
究
者
の
一
人
と
し
て
危
う
さ

を
感
じ
る
。
第
二
四
巻
の
発
行
は
占
領
末
期
の
昭
和
二
七
年
三
月
で
あ
る
。
こ
の
頃
外
務
省
の
『
日
本
外
交
文
書
』
編
纂
者
が
大
津
事
件

の
文
書
の
取
捨
に
何
ら
か
の
作
為
を
加
え
る
事
情
は
、
ま
ず
な
か
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
青
木
・
シ
ェ
ー
ヴ
ィ
ッ
チ
協
定
の
副
本
が
本
書
に

収
め
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
、
そ
れ
が
存
在
し
な
か
っ
た
た
め
に
違
い
な
い
。

大
津
事
件
に
関
す
る
史
料
は
、
こ
れ
ま
で
に
ほ
ぼ
出
揃
っ
た
観
が
あ
る
。
大
津
事
件
に
関
す
る
研
究
は
、
こ
れ
ま
で
汗
牛
充
棟
の
観
が

あ
る
が
、
こ
れ
か
ら
も
な
お
出
続
け
る
こ
と
だ
ろ
う
。
今
後
の
研
究
の
進
展
の
た
め
に
は
、
汗
牛
充
棟
の
研
究
の
う
ち
、
根
拠
の
不
確
か

な
も
の
や
誤
り
の
あ
る
も
の
を
指
摘
し
、
排
除
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
ず
、
小
さ
な
も
の
と
し
て
「
京
都
の
旅
館
に
お
け
る

ロ
シ
ア
皇
太
子
」
と
題
さ
れ
る
一
枚
の
写
真
が
あ
る
。
中
央
に
ニ
コ
ラ
イ
と
思
し
き
人
が
椅
子
に
左
足
を
く
ん
で
座
り
、
左
右
・
背
後
に

は
ず
ら
っ
と
日
本
の
皇
族
や
重
臣
が
居
並
ん
で
い
る
。
昭
和
二
六
年
の
『
画
報
近
代
百
年
史
』
第
六
集
が
最
初
に
こ
れ
を
掲
載
し
、
昭
和

四
一
年
の
『
写
真
図
説
日
本
近
代
史
』
第
四
巻
も
続
い
て
掲
載
し
た
。
近
く
は
平
成
二
年
の
保
田
孝
一
『
最
後
の
ロ
シ
ア
皇
帝
ニ
コ
ラ
イ

二
世
の
日
記
』
増
補
版
や
平
成
一
〇
年
の
礫
川
全
次
『
大
津
事
件
と
明
治
天
皇
』
が
、
ど
ち
ら
も
『
画
報
近
代
百
年
史
』
第
六
集
の
写
真

を
、
そ
の
説
明
と
と
も
に
転
載
し
た
（
6
）

。

四



大
津
事
件
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け
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憲
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し
か
し
、
こ
の
ニ
コ
ラ
イ
は
、
一
目
み
て
わ
か
る
が
別
人
で
あ
る
（
7
）

。
さ
ら
に
、
ニ
コ
ラ
イ
と
一
緒
に
い
る
は
ず
の
ギ
リ
シ
ア
皇
子
の
姿

が
な
い
し
、
大
津
事
件
の
さ
い
京
都
に
い
る
は
ず
の
な
い
伏
見
宮
貞
愛
や
山
県
有
朋
ら
の
姿
が
あ
る
。
こ
の
写
真
の
一
列
目
、
む
か
っ
て

左
に
大
隈
重
信
、
板
垣
退
助
、
右
に
西
郷
従
道
、
桂
太
郎
が
、
ロ
シ
ア
皇
族
、
伏
見
宮
、
有
栖
川
宮
威
仁
ら
を
挟
ん
で
座
っ
て
い
る
こ
と

か
ら
み
て
、
撮
影
時
期
が
隈
板
内
閣
の
と
き
だ
と
推
測
で
き
る
。
そ
れ
な
ら
、
こ
の
ロ
シ
ア
皇
族
は
ニ
コ
ラ
イ
の
叔
父
ヴ
ラ
ジ
ー
ミ
ル
の

長
男
キ
リ
ー
ル
大
公
（
8
）

で
、
撮
影
し
た
の
が
明
治
三
一
年
七
月
、
撮
影
場
所
が
大
公
の
宿
舎
た
る
芝
離
宮
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
も
、
お
よ
そ

見
当
を
つ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
大
き
な
も
の
と
し
て
、
犯
人
処
罰
の
た
め
の
詔
勅
発
布
を
め
ぐ
る
、
研
究
者
の
理
解
の
混
乱
が
あ
る
。
津
田
三
蔵
が
サ
ー
ベ
ル

で
ニ
コ
ラ
イ
を
襲
っ
た
の
が
五
月
一
一
日
、
正
確
に
は
午
後
一
時
四
〇
分
頃
で
あ
る
。
伊
藤
博
文
の
手
記
は
、
五
月
一
五
日
午
前
、
京
都

御
所
の
重
臣
会
議
で
、
青
木
外
相
が
発
案
し
、
詔
勅
を
発
布
し
て
、
外
国
の
皇
太
子
に
対
す
る
犯
罪
を
わ
が
国
の
皇
室
に
対
す
る
も
の
と

同
視
し
よ
う
と
企
図
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
田
岡
良
一
氏
は
こ
れ
を
、
明
治
憲
法
第
八
条
の
緊
急
勅
令
を
発
布
す
る
こ
と
だ
と
理
解

し
た
。
氏
は
、
こ
の
理
解
を
念
頭
に
お
い
て
、
五
月
二
一
日
以
後
の
緊
急
勅
令
発
布
論
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
。
氏
の
書
物
の
影
響

力
の
大
き
さ
が
懸
念
さ
れ
る
た
め
、
こ
の
点
の
誤
り
は
、
誰
か
が
一
度
正
確
に
訂
正
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

伊
藤
信
哉
氏
が
参
考
文
献
の
一
つ
に
あ
げ
た
、
新
井
勉
の
『
大
津
事
件
の
再
構
成
』
は
、
二
昔
前
の
書
物
で
あ
る
。
本
書
は
、
こ
の
点

を
「
詔
勅
に
よ
り
法
律
の
規
定
を
こ
え
て
裁
判
を
行
わ
せ
る
。
そ
れ
は
立
憲
制
度
を
あ
か
ら
さ
ま
に
否
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
上

詔
勅
は
天
皇
の
言
葉
で
あ
っ
て
、
緊
急
勅
令
以
上
に
天
皇
に
責
任
が
及
ぶ
の
で
あ
っ
た
」
と
記
し
て
い
る
（
9
）

。
詔
勅
発
布
論
が
立
憲
制
度
の

否
定
に
繋
が
る
と
い
う
理
解
で
あ
る
。
一
方
、
大
津
事
件
一
〇
〇
年
に
あ
た
る
平
成
三
年
五
月
、
関
西
大
学
が
大
津
事
件
に
関
す
る
講
演

会
や
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
た
こ
と
が
あ
る
。
講
演
会
や
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
記
録
は
、
翌
四
年
三
月
、
書
物
に
纏
め
ら
れ
た
。
書
物
の
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日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
六
八
六
）

名
称
は
「
危
機
と
し
て
の
大
津
事
件
」
で
あ
る
（
10
）

。
こ
の
書
物
の
主
た
る
関
心
は
、
何
と
い
っ
て
も
司
法
的
過
程
の
危
機
に
あ
る
。
従
た
る

関
心
の
一
つ
に
、
明
治
立
憲
制
の
危
機
が
あ
る
。
本
稿
は
、
こ
の
立
憲
制
の
危
機
に
重
点
を
お
い
て
、
大
津
事
件
を
考
察
し
よ
う
と
新
た

に
稿
を
起
す
も
の
で
あ
る
。

（
1
） 

日
本
史
広
辞
典
編
集
委
員
会
編
『
日
本
史
広
辞
典
』
全
一
巻
（
山
川
出
版
社
、
一
九
九
七
年
）
三
一
六
〜
三
一
七
頁
。

（
2
） 

宮
地
正
人
ら
編
『
明
治
時
代
史
大
辞
典
』
第
一
巻
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
一
年
）
三
五
九
〜
三
六
〇
頁
。

（
3
） 

吉
川
弘
文
館
の
『
明
治
時
代
史
大
辞
典
』
広
告
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
。

（
4
） 

我
部
政
男
ら
編
『
大
津
事
件
関
係
史
料
集
』
全
二
巻
の
内
容
の
概
略
、
お
よ
び
研
究
史
上
の
意
味
に
つ
い
て
、
新
井
勉
「
大
津
事
件
研
究
史
に

お
け
る
『
大
津
事
件
関
係
史
料
集
』
刊
行
の
意
味
」（
山
梨
学
院
大
学
社
会
科
学
研
究
所
・
社
会
科
学
研
究
第
二
六
号
、
二
〇
〇
一
年
）
参
照
。

（
5
） 

松
方
首
相
あ
て
東
久
世
通
禧
ほ
か
一
二
名
質
問
書
、
明
治
二
四
年
五
月
三
〇
日
付
。
大
久
保
達
正
監
修
・
松
方
峰
雄
ら
編
集
『
松
方
正
義
関
係

文
書
』
第
一
一
巻
（
大
東
文
化
大
学
東
洋
研
究
所
、
一
九
九
〇
年
）
三
二
一
頁
。

（
6
） 

保
田
孝
一
『
最
後
の
ロ
シ
ア
皇
帝
ニ
コ
ラ
イ
二
世
の
日
記
』
増
補
版
（
朝
日
選
書
、
一
九
九
〇
年
）
四
八
頁
、
礫
川
全
次
『
大
津
事
件
と
明
治

天
皇
』（
批
評
社
、
一
九
九
八
年
）
二
〇
三
頁
。

（
7
） 

写
真
の
ニ
コ
ラ
イ
が
別
人
だ
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
新
井
勉
「
大
津
事
件
研
究
動
向
覚
書
②
」（
日
本
法
学
第
六
一
巻
第
四
号
、
一
九
九
六

年
）
一
三
〇
〜
一
三
一
頁
。

（
8
） 

明
治
天
皇
紀
、
明
治
三
一
年
七
月
八
日
条
に
「
露
西
亜
国
大
公
キ
リ
ル
・
ウ
ラ
ジ
ミ
ロ
ウ
ィ
チ
来
朝
す
」
の
記
事
が
あ
る
。
宮
内
省
臨
時
帝
室

編
修
局
編
『
明
治
天
皇
紀
』
第
九
巻
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
三
年
）
四
六
八
頁
以
下
。

（
9
） 

新
井
勉
『
大
津
事
件
の
再
構
成
』（
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
九
四
年
）
八
三
〜
八
四
頁
。

（
10
） 

関
西
大
学
法
学
研
究
所
編
『
危
機
と
し
て
の
大
津
事
件
』（
関
西
大
学
法
学
研
究
所
、
一
九
九
二
年
）。
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大
津
事
件
に
お
け
る
立
憲
制
の
危
機
（
新
井
）

（
六
八
七
）

一　

詔　
　

勅

初
代
首
相
、
初
代
枢
密
院
議
長
を
歴
任
し
た
伊
藤
博
文
は
、
初
代
の
貴
族
院
議
長
と
し
て
最
初
の
議
会
を
お
え
る
と
、
こ
れ
で
初
物
を

く
っ
た
と
辞
表
を
だ
し
、
神
戸
に
遊
ん
だ
。
そ
の
後
帰
京
し
た
が
、
次
に
箱
根
塔
の
沢
へ
湯
治
に
で
か
け
、
伊
藤
が
環
翠
楼
と
名
づ
け
た

元
湯
す
ず
き
と
い
う
屋
号
の
旅
館
に
逗
留
し
て
い
た
。
そ
こ
に
、
五
月
一
一
日
夜
に
入
っ
て
、
東
京
の
松
方
首
相
か
ら
ニ
コ
ラ
イ
遭
難
の

急
電
が
届
い
た
。
伊
藤
は
急
遽
上
京
し
、
深
夜
参
内
し
て
、
天
皇
に
拝
謁
し
た
。
伊
藤
は
、
一
二
日
早
朝
、
新
橋
駅
に
天
皇
を
見
送
っ
た

後
、
黒
田
清
隆
を
誘
い
、
昼
前
の
汽
車
に
乗
車
し
京
都
へ
む
か
っ
た
。
一
三
日
早
朝
、
京
都
に
到
着
す
る
や
、
旧
知
の
シ
ェ
ー
ヴ
ィ
ッ
チ

を
見
舞
う
こ
と
か
ら
始
め
、
日
露
間
の
友
好
維
持
に
務
め
る
な
ど
、
側
面
か
ら
事
後
処
理
を
進
め
た
。

大
津
事
件
が
無
事
片
づ
い
た
後
、
伊
藤
は
五
月
一
一
日
午
後
八
時
、
塔
の
沢
で
夕
食
中
に
急
電
が
届
い
た
と
き
か
ら
筆
を
起
し
、
事
件

に
関
す
る
手
記
を
書
き
始
め
た
。
擱
筆
し
た
の
は
、
五
月
一
六
日
の
夕
方
、
伊
藤
や
榎
本
武
揚
が
神
戸
で
シ
ェ
ー
ヴ
ィ
ッ
チ
と
会
見
し
た

模
様
を
記
録
し
お
え
た
と
き
で
あ
る
。
こ
の
五
月
一
六
日
は
、
昼
前
、
神
戸
居
留
地
の
東
洋
ホ
テ
ル
で
、
青
木
外
相
が
シ
ェ
ー
ヴ
ィ
ッ
チ

か
ら
、
今
回
の
事
件
に
つ
き
ロ
シ
ア
側
は
求
償
権
を
放
棄
す
る
と
伝
達
さ
れ
た
（
11
）

、
日
本
側
の
記
憶
に
残
る
日
で
あ
る
。
こ
の
伊
藤
の
手
記

の
中
に
、
五
月
一
五
日
午
前
、
京
都
御
所
控
え
の
間
に
お
け
る
重
臣
会
議
で
、
青
木
の
発
案
に
よ
り
詔
勅
を
発
布
し
よ
う
と
し
た
記
事
が

あ
る
。
全
文
次
の
よ
う
で
あ
る
（
12
）

。

十
五
日
午
前
十
時
参
朝
。
列
坐
の
人
員
は
前
日
に
同
し
。
但
、
井
上
伯
、
野
村
子
及
三
好
検
事
長
も
参
会
す
。
前
日
来
処
刑
の
論

あ
り
。
何
れ
も
皇
室
罪
に
擬
す
る
は
異
議
な
し
。
三
好
検
事
は
、
東
京
政
府
は
各
大
臣
大
に
尽
力
せ
ら
れ
、
皇
室
罪
を
以
て
罰
せ
ん

こ
と
を
主
張
せ
ら
る
れ
と
も
、
大
審
院
判
事
中
異
議
を
挟
む
る
も
の
多
く
、
謀
殺
未
遂
罪
に
あ
ら
さ
れ
は
或
は
纏
り
難
き
を
説
く
。
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日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
六
八
八
）

青
木
子
は
、
詔
勅
を
発
し
、
外
国
の
皇
帝
及
其
継
嗣
に
対
し
た
る
罪
犯
は
、
法
律
上
に
於
て
之
を
我
皇
室
に
対
し
犯
し
た
る
も
の
に

擬
せ
ん
と
の
意
を
以
て
勅
書
案
を
提
出
す
。
余
、
其
文
案
に
加
筆
す
。
青
木
子
、
伊
東
枢
密
院
書
記
官
長
を
呼
ひ
、
其
意
見
を
問
。

伊
東
の
所
論
大
に
反
対
す
。
詔
勅
の
論
、
茲
に
於
て
止
む
。
午
後
に
至
り
尚
朝
来
の
議
論
一
定
せ
す
。（
後
略
）

前
日
の
五
月
一
四
日
、
京
都
御
所
控
え
の
間
に
お
け
る
重
臣
会
議
に
列
座
し
た
の
は
、
西
郷
従
道
内
相
、
青
木
周
蔵
外
相
、
土
方
久
元

宮
相
、
伊
藤
博
文
宮
中
顧
問
官
、
黒
田
清
隆
枢
密
顧
問
官
の
五
人
で
あ
る
。
こ
の
日
は
、
天
皇
が
東
京
か
ら
よ
び
よ
せ
た
枢
密
顧
問
官
の

榎
本
武
揚
、
内
閣
の
連
絡
役
と
し
て
き
た
元
外
相
の
井
上
馨
、
駐
仏
公
使
の
野
村
靖
や
、
検
事
総
長
の
三
好
退
蔵
が
参
加
し
た
。
こ
の
日

の
詔
勅
発
布
の
議
論
に
つ
い
て
、
発
案
者
の
青
木
の
自
伝
は
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
（
13
）

。

公
使
の
来
意
は
、
予
よ
り
西
郷
・
土
方
・
伊
藤
・
黒
田
の
諸
氏
に
伝
へ
た
る
を
以
て
、
諸
氏
は
津
田
を
如
何
に
し
て
重
刑
に
処
す

べ
き
か
、
換
言
す
れ
ば
、
刑
法
の
孰
れ
の
条
項
に
依
て
彼
を
処
分
す
べ
き
か
と
の
疑
問
を
起
し
、
土
方
宮
内
大
臣
は
率
先
し
て
、

「
津
田
を
死
刑
に
処
す
べ
し
。」

と
主
張
せ
り
。（
中
略
）

衆
議
は
予
の
見
を
、
偏
狭
に
し
て
此
の
事
変
に
処
す
る
適
当
の
案
に
非
ず
と
な
し
、
第
百
十
六
条
適
用
説
を
固
執
せ
し
も
、
予
は

断
乎
と
し
て
之
に
反
対
し
、
且
曰
く
、

「
司
法
官
の
見
解
如
何
は
予
の
干
与
す
る
所
に
非
ざ
る
も
、
要
す
る
に
、
行
政
官
と
し
て
、
法
律
の
正
文
を
曲
解
す
べ
く
司
法
官

に
要
求
す
る
が
如
き
は
、
一
層
不
可
な
り
。
然
れ
ど
も
、
聖
慮
優
渥
、
露
太
子
の
奇
禍
を
悲
ま
せ
ら
れ
、
露
国
の
憤
怨
を
慰
む
べ
く

適
当
の
策
あ
ら
ば
実
施
す
べ
し
と
の
思
召
あ
ら
ば
、
茲
に
好
意
を
表
彰
す
べ
き
一
案
あ
り
。
其
は
他
な
し
。
詔
勅
を
発
し
て
『
朕
は

他
国
の
皇
族
を
自
国
の
皇
族
と
同
一
視
す
』
と
宣
は
せ
ら
る
る
こ
と
是
れ
な
り
。
此
の
類
の
変
則
は
、
往
昔
伊
太
利
に
於
て
実
行
せ

八



大
津
事
件
に
お
け
る
立
憲
制
の
危
機
（
新
井
）

（
六
八
九
）

ら
れ
た
る
事
あ
り
。
故
に
、
此
の
詔
勅
発
せ
ら
れ
た
ら
ん
に
は
、
或
は
司
法
官
の
見
解
を
多
少
動
す
こ
と
を
得
ん
。」

と
。
此
の
説
に
は
、
伊
藤
伯
も
大
に
賛
成
の
意
を
表
し
、

「
本
案
は
実
に
青
木
の
一
本
槍
な
り
。」

と
讃
歎
せ
し
も
、
伊
東
巳
代
治
氏
の
反
対
せ
し
為
め
、
終
に
実
行
せ
ら
る
る
に
至
ら
ざ
り
き
。

大
津
事
件
に
関
す
る
伊
藤
の
手
記
に
は
、
思
い
違
い
が
あ
れ
ば
そ
れ
を
別
と
し
て
、
お
そ
ら
く
作
為
や
曲
筆
は
な
い
だ
ろ
う
。
伊
藤
に

と
っ
て
、
そ
の
必
要
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
一
方
、
青
木
の
自
伝
は
、
史
料
と
し
て
中
々
の
曲
者
で
あ
る
。
自
伝
中
、
大
津
事
件
の

部
分
を
記
し
た
の
が
明
治
四
一
年
以
後
で
あ
る
こ
と
は
、
右
の
中
略
の
と
こ
ろ
で
、
刑
法
第
一
一
六
条
に
「
現
行
刑
法
第
七
十
三
条
」
と

注
記
が
あ
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
。
時
間
的
な
隔
た
り
が
内
容
の
不
確
か
さ
を
招
き
、
右
の
重
臣
会
議
の
月
日
・
場
所
に
つ
い
て
、
伊
藤
が

五
月
一
四
、
一
五
日
、
京
都
御
所
に
お
い
て
と
記
し
て
い
る
の
に
、
青
木
は
月
日
も
場
所
も
記
す
こ
と
な
く
、
二
日
間
の
出
来
事
を
一
緒

く
た
に
扱
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
青
木
が
大
津
事
件
に
引
責
し
外
務
大
臣
の
辞
職
に
お
い
こ
ま
れ
た
こ
と
（
14
）

、
辞
職
に
よ
り
軌
道
に
の
っ
て

い
た
イ
ギ
リ
ス
と
の
条
約
改
正
交
渉
が
頓
挫
し
た
こ
と
、
二
つ
の
無
念
の
思
い
が
青
木
自
伝
に
大
き
な
影
を
な
げ
か
け
て
い
る
。
作
為
や

曲
筆
が
生
じ
る
素
地
は
十
分
あ
っ
た
。
の
み
な
ら
ず
、
大
津
事
件
に
お
け
る
青
木
の
対
応
の
不
手
際
は
、
青
木
自
身
が
三
蔵
の
死
刑
論
を

真
っ
先
に
力
説
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
立
場
に
い
た
し
、
そ
の
た
め
伊
藤
と
並
ん
で
死
刑
論
を
力
説
し
な
が
ら
（
15
）

、
自
伝
で
は
こ
れ
を
隠
蔽

し
、
逆
に
自
分
が
死
刑
論
に
反
対
し
た
と
記
す
曲
筆
と
な
っ
た
。

詔
勅
発
布
論
の
今
一
人
の
関
係
者
は
、
青
木
、
伊
藤
に
発
布
を
断
念
さ
せ
た
枢
密
院
書
記
官
長
の
伊
東
巳
代
治
で
あ
る
。
伊
東
は
大
津

事
件
に
関
す
る
手
記
を
残
さ
な
か
っ
た
ら
し
い
。
昭
和
一
三
年
、
晨
亭
会
が
編
集
し
た
『
伯
爵
伊
東
巳
代
治
』
は
、
昭
和
九
年
に
没
し
た

伊
東
の
本
格
的
な
伝
記
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を
み
て
も
、
伊
東
が
反
対
し
た
詳
し
い
事
情
は
わ
か
ら
な
い
。
本
書
は
、
伊
藤
手
記
の

九



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
六
九
〇
）

五
月
一
五
日
の
記
事
を
そ
の
ま
ま
引
用
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
念
の
た
め
、
前
後
の
記
述
を
次
に
ひ
い
て
お
こ
う
（
16
）

。

伯
も
亦
京
都
に
出
張
を
命
ぜ
ら
れ
た
る
を
以
て
、
宮
廷
列
車
に
陪
乗
し
て
同
夜
京
都
に
入
り
、
木
屋
町
大
可
楼
に
止
宿
し
て
、
連

日
京
都
御
所
に
出
務
し
、
還
幸
の
後
神
戸
に
転
じ
て
、
数
日
の
後
東
京
に
帰
着
し
た
り
。
而
し
て
伯
の
京
都
滞
在
中
は
、
伊
藤
の
命

を
受
け
て
機
務
に
参
加
し
た
る
の
み
な
ら
ず
、
我
が
皇
室
と
露
国
帝
室
と
の
間
に
交
換
せ
ら
れ
た
る
、
数
次
の
御
親
電
御
宸
翰
の
起

案
翻
訳
に
も
尽
瘁
す
る
所
多
大
な
り
し
と
云
ふ
。（
中
略
）

此
の
擬
律
問
題
に
就
い
て
も
、
伯
は
終
始
其
の
議
に
参
し
て
尽
力
す
る
所
多
か
り
し
な
り
。
殊
に
伊
藤
公
秘
録
の
中
に
（
中
略
）

と
見
え
た
る
が
如
く
、
当
時
伊
藤
を
始
め
元
老
大
臣
等
は
、
窮
余
の
一
策
を
案
出
し
、
詔
勅
を
奏
請
し
て
司
法
部
を
制
圧
し
、
飽
く

ま
で
も
皇
室
罪
に
問
は
し
め
ん
と
企
図
し
た
り
し
が
、
伯
の
反
対
に
よ
り
て
そ
の
議
沙
汰
止
と
な
り
、
能
く
司
法
権
の
独
立
を
保
持

す
る
こ
と
を
得
た
る
は
、
実
に
特
筆
大
書
す
べ
き
事
績
な
り
と
謂
は
ざ
る
べ
か
ら
ず
。

詔
勅
問
題
を
考
察
す
る
上
で
、
伊
東
の
伝
記
は
大
し
た
史
料
で
は
な
い
。
や
は
り
伊
藤
手
記
と
青
木
自
伝
に
よ
る
し
か
な
い
。
二
つ
を

比
べ
て
わ
か
る
の
は
、
詔
勅
は
青
木
が
起
案
し
、
伊
藤
が
加
筆
し
た
が
、
伊
東
巳
代
治
が
反
対
し
て
発
布
中
止
と
な
っ
た
、
と
い
う
の
で

あ
る
。
五
月
一
一
日
、
事
件
突
発
の
日
の
午
後
九
時
、
天
皇
が
勅
し
て
、
ロ
シ
ア
と
の
善
隣
の
好
誼
を
毀
傷
す
る
こ
と
な
か
れ
、
と
松
方

首
相
に
命
じ
た
勅
語
（
17
）

は
、
か
な
り
し
ら
れ
る
と
お
り
、
伊
東
が
起
案
し
た
。
我
部
政
男
ら
編
『
大
津
事
件
関
係
史
料
集
』
下
巻
は
、
こ
の

勅
語
の
原
案
を
所
収
し
て
い
る
（
18
）

。
し
か
し
、
五
月
一
五
日
の
勅
書
案
は
容
易
に
み
あ
た
ら
な
い
。
も
っ
と
も
、
幸
い
な
こ
と
に
は
、
青
木

自
伝
の
校
注
者
た
る
坂
根
義
久
氏
が
こ
れ
を
発
見
し
、
自
伝
の
中
で
紹
介
し
て
い
る
（
19
）

。

青
木
は
、

「
帝
国
と
善
隣
の
好
を
締
結
し
た
る
、
各
国
の
主
権
者
及
嗣
継
者
は
今
日
以
後
法
律
上
、
朕
之
を
帝
国
の
皇
族
と
し
て
識
認
す
。

一
〇



大
津
事
件
に
お
け
る
立
憲
制
の
危
機
（
新
井
）

（
六
九
一
）

汝
衆
庶
此
意
を
体
し
、
法
律
上
に
於
て
も
之
を
待
つ
に
皇
族
の
資
格
を
以
て
す
べ
し
」（「
外
務
省
記
録
」）

の
緊
急
勅
令
案
を
起
草
、
伊
藤
が
加
筆
修
正
し
て
い
る
。

嗣
継
は
あ
と
つ
ぎ
を
意
味
し
、
継
嗣
と
も
い
い
、
皇
太
子
を
さ
す
。
識
認
は
見
慣
れ
な
い
が
、
明
治
一
一
年
、
久
米
邦
武
編
の
『
米
欧

回
覧
実
記
』
は
、
例
言
の
第
三
で
「
今
よ
り
後
は
、
之
を
上
に
し
て
、
政
府
の
下
に
事
を
執
る
も
の
、
此
意
を
識
認
し
、
盛
運
を
維
持
せ

さ
る
へ
か
ら
す
、
之
を
下
に
し
て
は
国
民
た
る
も
の
、
亦
此
意
を
識
認
し
、
盛
運
に
競
励
せ
さ
る
へ
か
ら
す
」
と
使
っ
て
い
る
（
20
）

。
こ
こ
で

問
題
は
、
坂
根
氏
が
勅
書
案
を
緊
急
勅
令
案
と
記
し
た
こ
と
で
あ
る
。
同
じ
誤
り
が
、
大
久
保
利
謙
氏
の
次
の
記
述
の
中
に
も
あ
る
（
21
）

。

政
府
大
官
は
、
色
を
な
し
て
不
満
の
意
を
あ
ら
わ
し
た
。
閣
僚
中
青
木
外
相
は
緊
急
勅
令
を
も
っ
て
、
皇
室
罪
の
非
常
適
用
の
手

段
を
と
ろ
う
と
し
、
大
審
院
の
堤
正
巳
以
下
の
担
当
判
事
に
個
別
説
得
を
行
っ
て
、
そ
の
目
的
を
達
し
よ
う
と
し
た
。
青
木
外
相
が
、

こ
の
よ
う
な
苦
肉
の
策
を
強
行
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
か
れ
が
ロ
シ
ア
側
に
犯
人
津
田
は
死
刑
に
処
せ
ら
れ
る
は
ず
だ
と
い
う
言
質

を
あ
た
え
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

大
久
保
氏
は
高
名
な
近
代
史
家
で
あ
る
。
氏
に
し
て
、
一
般
書
と
は
い
え
、
右
の
記
述
は
杜
撰
で
あ
る
。
青
木
が
皇
室
罪
の
非
常
適
用

の
手
段
を
と
ろ
う
と
し
た
、
と
い
う
の
は
よ
い
。
し
か
し
、
五
月
一
八
日
昼
す
ぎ
、
八
重
洲
の
司
法
省
で
、
堤
正
己
ら
四
人
の
担
当
判
事

を
個
別
に
説
得
し
た
の
は
、
山
田
顕
義
法
相
、
大
木
喬
任
枢
相
、
お
よ
び
陸
奥
宗
光
農
相
の
三
人
で
あ
る
（
22
）

。
京
都
に
い
る
青
木
が
そ
れ
に

関
与
で
き
た
は
ず
は
な
い
。
確
か
に
、
五
月
二
〇
日
六
時
頃
、
京
都
御
所
で
、
拝
謁
を
お
え
た
堤
ら
五
判
事
に
対
し
て
、
青
木
が
西
郷
と

と
も
に
説
得
を
行
っ
た
事
実
は
あ
る
（
23
）

。
こ
れ
は
個
別
説
得
と
は
い
わ
な
い
。
さ
ら
に
、
緊
急
勅
令
を
も
っ
て
、
と
い
う
の
は
、
お
そ
ら
く

青
木
自
伝
中
、
右
に
ひ
い
た
坂
根
氏
の
緊
急
勅
令
案
を
鵜
呑
み
に
し
た
も
の
だ
ろ
う
が
、
こ
れ
が
誤
っ
て
い
る
。
青
木
や
伊
藤
は
詔
勅
の

発
布
を
企
図
し
た
の
で
あ
り
、
緊
急
勅
令
発
布
を
企
図
し
た
の
で
は
な
い
。
な
お
、
大
審
院
で
三
蔵
の
裁
判
長
を
務
め
る
堤
は
、
児
島
の

一
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日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
六
九
二
）

手
記
が
正
巳
と
記
し
て
い
る
が
、
三
蔵
の
判
決
書
の
署
名
は
正
己
で
あ
る
（
24
）

。

さ
て
、
大
久
保
氏
も
坂
根
氏
も
国
史
畑
の
近
代
史
家
だ
か
ら
、
詔
勅
と
緊
急
勅
令
の
区
別
が
わ
か
ら
な
く
て
も
無
理
は
な
い
。
と
こ
ろ

が
、
困
っ
た
こ
と
に
、
法
律
畑
の
国
際
法
の
大
家
に
し
て
、
二
者
の
区
別
が
誤
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
無
論
、
田
岡
良
一
氏
の
『
大
津
事
件

の
再
評
価
』
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
。
問
題
の
箇
所
を
引
用
す
る
と
大
き
な
場
所
を
と
る
が
、
引
用
者
の
恣
意
が
入
ら
な
い
よ
う
に
す
る

た
め
、
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
お
こ
う
（
25
）

。
そ
の
あ
と
で
、
立
憲
制
の
危
機
に
つ
い
て
論
じ
よ
う
と
思
う
。

青
木
の
発
案
に
な
る
詔
勅
と
は
「
朕
は
我
が
国
と
国
交
を
結
ん
で
い
る
各
国
の
君
主
お
よ
び
継
嗣
を
、
今
後
法
律
上
わ
が
国
の
皇

族
と
し
て
認
め
る
。
故
に
国
民
も
こ
の
意
を
体
し
て
、
法
律
上
皇
族
の
資
格
を
も
っ
て
待
遇
せ
よ
」
と
い
う
意
味
の
も
の
で
あ
り
、

そ
の
意
図
す
る
所
は
、
わ
が
国
法
の
う
ち
天
皇
ま
た
は
皇
太
子
の
特
殊
地
位
を
定
め
た
部
分
は
、
す
べ
て
そ
の
適
用
範
囲
を
外
国
の

君
主
お
よ
び
継
嗣
に
ま
で
拡
張
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
れ
ま
で
の
法
律
を
広
範
囲
に
亘
っ
て
修
正
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
を
普
通
の
勅
令
で
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
普
通
の
勅
令
と
は
、
天
皇
の
一
存
（
従
っ
て
行
政
部
の
一
存
）
で
出
す
勅
令
を
い

う
の
で
あ
る
が
、
こ
の
種
の
勅
令
で
法
律
を
修
正
し
た
り
廃
止
し
た
り
は
で
き
な
い
。
勅
令
で
こ
れ
が
で
き
る
の
は
、
憲
法
第
八
条

に
基
づ
い
て
出
さ
れ
る
緊
急
勅
令
だ
け
で
あ
る
。
緊
急
勅
令
と
は
、
国
会
が
閉
会
中
に
緊
急
の
必
要
が
生
じ
て
、
法
律
を
修
正
し
た

り
新
た
な
法
律
を
作
っ
た
り
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
場
合
に
出
さ
れ
る
も
の
で
、
次
の
国
会
が
開
か
れ
た
と
き
こ
れ
に
付
議
し
て
賛
成
を
得

な
け
れ
ば
、
以
後
効
力
を
失
う
。
こ
の
勅
令
は
、
一
時
的
と
は
い
え
法
律
と
同
等
の
効
力
を
も
つ
重
要
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
政
府

の
一
存
で
直
ぐ
出
す
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
必
ず
枢
密
院
に
付
議
し
て
そ
の
意
見
を
聞
か
ね
ば
な
ら
ぬ
（
明
治
二
十
一
年
四
月
発
布
、

枢
密
院
官
制
。
明
治
二
十
三
年
十
月
修
正
第
六
条
ノ
三
）。
青
木
の
考
え
た
詔
勅
は
、
わ
が
国
の
法
律
を
広
い
範
囲
に
亘
っ
て
修
正

す
る
こ
と
に
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
緊
急
勅
令
の
形
式
を
と
る
よ
り
外
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
青
木
が
伊
東
枢
密
院
書
記
官
長
を

一
二



大
津
事
件
に
お
け
る
立
憲
制
の
危
機
（
新
井
）

（
六
九
三
）

呼
ん
で
意
見
を
聞
い
た
の
は
、
予
め
枢
密
院
の
空
気
を
打
診
し
よ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

も
し
こ
の
よ
う
な
緊
急
勅
令
が
出
た
と
し
た
ら
、
わ
が
国
の
法
令
の
中
で
、
皇
室
お
よ
び
皇
族
に
つ
い
て
の
規
定
を
含
ん
で
い
る

も
の
は
、
み
な
外
国
の
皇
室
お
よ
び
皇
族
に
適
用
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
り
、
わ
が
国
の
蒙
る
不
都
合
と
迷
惑
と
は
計
り
知
れ
な

い
で
あ
ろ
う
。（
後
略
）

田
岡
氏
の
所
論
の
最
初
は
、
青
木
の
詔
勅
で
あ
る
。
氏
が
記
す
詔
勅
の
内
容
は
、
坂
根
氏
が
紹
介
す
る
勅
書
案
を
口
語
訳
し
た
も
の
で

あ
る
。
氏
は
こ
の
詔
勅
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
「
わ
が
国
法
の
う
ち
天
皇
ま
た
は
皇
太
子
の
特
殊
地
位
を
定
め
た
部
分
は
、
す
べ
て
そ
の

適
用
範
囲
を
外
国
の
君
主
お
よ
び
継
嗣
に
ま
で
拡
張
し
よ
う
と
す
る
」
と
い
う
が
、
法
律
な
い
し
は
緊
急
勅
令
で
こ
れ
を
定
め
る
の
な
ら

と
も
か
く
、
こ
の
見
方
は
疑
わ
し
い
。
詔
勅
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、
青
木
の
い
う
よ
う
に
、
大
審
院
判
事
を
動
か
す
、
圧
力
を
か
け
る

こ
と
に
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
こ
の
点
は
深
入
り
し
な
い
。
氏
は
、
続
い
て
「
こ
れ
を
普
通
の
勅
令
で
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
普
通
の

勅
令
と
は
、
天
皇
の
一
存
（
従
っ
て
行
政
部
の
一
存
）
で
出
す
勅
令
を
い
う
の
で
あ
る
が
、
こ
の
種
の
勅
令
で
法
律
を
修
正
し
た
り
廃
止

し
た
り
は
で
き
な
い
。
勅
令
で
こ
れ
が
で
き
る
の
は
、
憲
法
第
八
条
に
基
づ
い
て
出
さ
れ
る
緊
急
勅
令
だ
け
で
あ
る
」
と
き
っ
ぱ
り
断
言

し
て
い
る
。
こ
の
箇
所
に
大
き
な
早
と
ち
り
が
あ
る
。

正
確
に
い
う
と
、
こ
の
箇
所
自
体
に
誤
り
は
な
い
。
氏
が
い
う
普
通
の
勅
令
と
は
、
明
治
憲
法
第
九
条
の
独
立
命
令
を
さ
す
。
第
九
条

は
「
但
シ
命
令
ヲ
以
テ
法
律
ヲ
変
更
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
」
と
い
う
但
し
書
き
が
ふ
さ
れ
て
い
る
。
明
治
憲
法
が
議
会
制
を
採
用
し
、
帝
国

議
会
が
天
皇
の
立
法
権
に
協
賛
す
る
と
定
め
る
以
上
、
行
政
権
の
発
す
る
普
通
の
勅
令
が
法
律
を
変
更
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
法
律
を

変
更
で
き
る
の
は
、
氏
が
指
摘
す
る
と
お
り
、
第
八
条
の
「
法
律
ニ
代
ル
ヘ
キ
」
緊
急
勅
令
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
青
木
が
発
案
し
た

の
は
詔
勅
で
あ
り
、
起
案
し
た
の
は
勅
書
案
で
あ
る
。
詔
勅
は
詔
書
で
あ
れ
勅
書
で
あ
れ
、
明
治
立
憲
制
の
下
で
憲
法
、
法
律
、
命
令
の

一
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日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
六
九
四
）

順
に
効
力
の
上
下
を
以
て
組
織
さ
れ
る
国
法
体
系
の
枠
外
に
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
勅
書
案
は
わ
ざ
わ
ざ
「
法
律
上
」
と
い
う
句

を
二
度
繰
り
返
し
た
の
で
あ
る
。
も
し
青
木
の
起
案
し
た
の
が
緊
急
勅
令
案
だ
っ
た
な
ら
、
緊
急
勅
令
と
し
て
成
立
す
れ
ば
当
然
に
新
法

が
旧
法
に
優
越
し
「
法
律
上
」
と
い
う
句
は
記
す
必
要
が
な
か
っ
た
。
伊
藤
手
記
、
青
木
自
伝
、
伊
東
巳
代
治
の
伝
記
が
揃
っ
て
詔
勅
と

記
す
も
の
を
、
田
岡
氏
は
な
ぜ
こ
れ
を
緊
急
勅
令
と
早
と
ち
り
、
思
い
違
い
を
し
た
の
か
。
氏
は
青
木
が
「
予
め
枢
密
院
の
空
気
を
打
診

し
よ
う
」
と
し
て
伊
東
を
よ
ん
だ
と
い
う
が
、
こ
れ
も
誤
っ
て
い
る
。
五
月
一
一
日
夜
の
勅
語
発
布
を
発
案
し
起
案
し
た
の
は
、
伊
東
で

あ
る
。
駢
儷
体
を
以
て
記
す
詔
勅
の
起
案
に
長
じ
る
人
は
数
が
少
な
く
、
葉
山
の
井
上
毅
を
別
に
す
れ
ば
、
伊
東
巳
代
治
が
第
一
人
者
で

あ
る
。
青
木
は
勅
書
発
布
に
つ
い
て
意
見
を
き
き
、
勅
書
案
を
添
削
さ
せ
る
た
め
、
伊
東
を
よ
ん
だ
の
で
あ
る
。

こ
の
辺
り
で
、
伊
東
の
役
回
り
を
ご
く
簡
単
に
み
て
お
こ
う
。
伊
東
は
、
井
上
毅
、
末
松
謙
澄
、
金
子
堅
太
郎
と
と
も
に
、
伊
藤
博
文

の
幕
僚
四
天
王
の
一
人
で
あ
る
。
明
治
二
二
年
五
月
、
井
上
法
制
局
長
官
が
枢
密
院
書
記
官
長
兼
務
を
辞
し
た
の
に
伴
い
、
枢
密
院
書
記

官
兼
議
長
秘
書
官
か
ら
書
記
官
長
へ
昇
任
し
た
。
尾
佐
竹
猛
の
『
大
津
事
件
』
は
、
明
治
二
四
年
五
月
一
一
日
、
事
件
突
発
直
後
の
松
方

内
閣
の
狼
狽
と
、
善
後
策
を
提
出
し
た
伊
東
の
活
躍
を
描
い
て
い
る
（
26
）

。
こ
の
書
物
の
記
述
は
誇
張
が
す
ぎ
る
が
、
そ
の
日
午
後
、
伊
東
が

松
方
首
相
に
よ
び
だ
さ
れ
、
同
じ
宮
城
内
の
枢
密
院
か
ら
内
閣
に
い
き
、
勅
語
発
布
を
発
案
し
起
案
し
た
こ
と
は
、
ま
ず
確
か
な
よ
う
で

あ
る
（
27
）

。
天
皇
か
ら
京
都
へ
の
出
張
を
命
じ
ら
れ
、
翌
一
二
日
早
朝
、
お
召
汽
車
に
乗
車
し
て
京
都
へ
下
っ
た
こ
と
は
、
一
三
日
付
の
官
報

に
記
事
が
あ
る
（
28
）

。
毎
日
京
都
御
所
へ
出
務
し
、
日
露
宮
廷
間
の
親
電
や
宸
翰
の
起
案
・
翻
訳
に
あ
た
っ
た
こ
と
は
、
伊
東
の
伝
記
が
記
す

と
お
り
だ
ろ
う
。
伝
記
中
「
機
務
に
参
加
し
た
る
」
う
ち
の
一
つ
が
、
お
そ
ら
く
詔
勅
発
布
の
阻
止
を
さ
し
て
い
る
。

話
を
元
に
戻
そ
う
。
明
治
立
憲
制
は
、
広
く
し
ら
れ
る
よ
う
に
、
明
治
憲
法
の
下
、
帝
国
議
会
の
協
賛
を
へ
て
天
皇
が
裁
可
す
る
法
律

を
国
法
体
系
の
中
心
に
お
い
た
。
憲
法
第
二
三
条
は
、
国
民
は
法
律
に
よ
ら
な
け
れ
ば
裁
判
を
う
け
る
こ
と
は
な
い
し
、
処
罰
を
う
け
る

一
四



大
津
事
件
に
お
け
る
立
憲
制
の
危
機
（
新
井
）

（
六
九
五
）

こ
と
も
な
い
、
と
定
め
て
い
た
。
津
田
三
蔵
を
死
刑
に
処
す
る
に
は
、
刑
法
を
修
正
す
る
し
か
な
い
。
幸
い
、
第
一
議
会
が
終
了
し
議
会

が
閉
会
中
の
た
め
、
法
律
と
同
位
の
緊
急
勅
令
を
発
し
て
、
刑
法
の
修
正
と
同
じ
効
果
を
招
来
す
る
こ
と
は
可
能
だ
っ
た
。
発
布
の
要
件

を
具
備
す
る
か
ど
う
か
の
疑
問
は
あ
っ
た
が
、
緊
急
勅
令
の
発
布
は
一
つ
の
方
法
だ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
と
き
、
青
木
や
伊
藤
が
企
図

し
た
の
は
、
国
法
体
系
の
枠
外
に
あ
る
天
皇
の
詔
勅
に
頼
る
こ
と
だ
っ
た
。

古
代
養
老
の
公
式
令
は
、
天
皇
の
命
令
を
下
達
す
る
文
書
と
し
て
詔
書
、
勅
書
の
二
つ
を
定
め
た
。
注
釈
書
た
る
『
令
義
解
』
に
よ
る

と
、
詔
書
は
臨
時
の
大
事
、
勅
書
は
尋
常
の
小
事
に
使
用
す
る
。
明
治
四
〇
年
の
公
式
令
（
29
）

は
、
詔
書
、
勅
書
の
内
容
と
発
布
の
手
続
き
を

定
め
、
皇
室
の
大
事
の
宣
誥
や
大
権
施
行
に
関
す
る
勅
旨
の
宣
誥
に
詔
書
を
使
用
す
る
と
規
定
し
た
。
し
か
し
、
明
治
一
九
年
の
公
文
式

は
法
律
、
命
令
の
発
布
手
続
き
を
定
め
る
だ
け
で
、
詔
勅
に
関
し
て
何
も
定
め
な
か
っ
た
。
明
治
四
年
の
廃
藩
置
県
の
詔
も
、
明
治
一
四

年
の
国
会
開
設
の
詔
も
、
ど
ち
ら
も
詔
書
の
形
式
に
よ
っ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
古
く
か
ら
の
伝
統
に
従
っ
た
も
の
だ
ろ
う
。
公
文
式
の
下

に
お
け
る
明
治
二
四
年
の
政
治
社
会
に
お
い
て
、
青
木
や
伊
藤
が
企
図
す
る
詔
勅
は
、
五
月
一
一
日
夜
の
勅
語
と
同
じ
く
、
天
皇
に
勅
語

を
下
し
て
も
ら
う
こ
と
に
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
こ
の
勅
語
も
一
一
日
夜
の
勅
語
と
同
じ
く
、
官
報
号
外
の
詔
勅
欄
に
登
載
さ
れ
、
広
く

全
国
に
し
ら
さ
れ
る
。
ち
な
み
に
、
法
律
や
、
勅
令
は
、
そ
れ
ぞ
れ
官
報
の
法
律
欄
、
勅
令
欄
に
登
載
さ
れ
る
。
法
律
に
代
る
べ
き
緊
急

勅
令
も
勅
令
欄
に
登
載
さ
れ
る
こ
と
は
、
五
月
一
六
日
の
枢
密
院
会
議
が
全
会
一
致
で
可
決
し
た
、
緊
急
勅
令
第
一
号
の
「
新
聞
紙
雑
誌

又
ハ
文
書
図
画
ニ
関
ス
ル
件
」
を
嚆
矢
と
す
る
（
30
）

。

明
治
憲
法
編
纂
の
功
績
は
、
伊
藤
博
文
を
以
て
第
一
と
す
る
。
先
に
憲
法
発
布
の
日
、
天
皇
は
、
こ
の
功
に
よ
り
伊
藤
に
最
初
の
旭
日

桐
花
大
綬
章
を
親
授
し
た
。
ロ
シ
ア
側
の
出
方
が
不
明
と
は
い
え
、
伊
藤
が
青
木
に
ひ
き
ず
ら
れ
、
詔
勅
を
発
し
て
法
律
の
内
容
を
修
正

し
よ
う
と
し
た
の
は
、
伊
藤
の
立
憲
制
の
理
解
の
乏
し
さ
を
露
呈
し
た
も
の
で
あ
る
。
明
治
二
四
年
五
月
一
五
日
、
天
皇
、
副
首
相
格
の

一
五



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
六
九
六
）

西
郷
内
相
、
初
代
首
相
の
伊
藤
、
第
二
代
首
相
の
黒
田
が
揃
っ
た
京
都
御
所
は
、
正
し
く
国
家
権
力
の
中
枢
だ
っ
た
。
京
都
か
ら
急
電
に

よ
り
東
京
の
松
方
首
相
に
勅
語
を
下
せ
ば
、
官
報
号
外
が
直
ち
に
こ
れ
を
全
国
に
報
じ
る
の
で
あ
る
。
誰
の
副
署
も
な
い
、
天
皇
の
意
思

が
、
帝
国
議
会
の
定
め
る
法
律
を
修
正
し
、
裁
判
所
に
対
し
て
言
い
渡
す
刑
を
指
定
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
明
治
憲
法
が
立
憲
制
を

標
榜
す
る
下
で
、
立
憲
制
が
封
じ
る
、
い
わ
ば
天
皇
の
私
的
権
力
を
発
動
さ
せ
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
青
木
や
伊
藤
は
、
薩
摩

の
重
臣
を
ま
き
こ
ん
で
、
揺
籃
期
の
明
治
立
憲
制
を
危
機
に
陥
れ
よ
う
と
し
て
い
た
。

政
治
史
家
の
楠
精
一
郎
氏
は
、
児
島
惟
謙
論
に
お
い
て
、
青
木
の
詔
勅
発
布
論
に
言
及
し
た
。
た
だ
、
氏
は
「
緊
急
勅
令
案
に
類
す
る

手
段
は
す
で
に
政
府
部
内
に
お
い
て
検
討
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
法
制
官
僚
の
反
対
で
一
旦
は
沙
汰
止
み
に
な
っ
て
い
る
」
と
記
し
て

い
る
だ
け
で
、
深
入
り
し
て
い
な
い
。
伊
藤
手
記
の
記
事
を
簡
略
に
な
ぞ
る
に
す
ぎ
な
い
（
31
）

。
民
俗
史
家
の
礫
川
全
次
氏
は
、
大
津
事
件
の

史
料
や
研
究
を
博
捜
し
、
大
津
事
件
研
究
に
つ
い
て
多
く
の
創
見
を
提
出
し
た
。
氏
の
『
大
津
事
件
と
明
治
天
皇
』
は
、
伊
東
巳
代
治
の

活
躍
に
つ
い
て
も
、
一
章
を
あ
て
て
い
る
。
し
か
し
、
青
木
の
い
う
詔
勅
に
つ
い
て
、
氏
は
こ
の
章
で
「
詔
勅
案
の
法
的
性
質
」
と
い
う

小
見
出
し
を
ふ
し
た
中
で
、
田
岡
良
一
氏
の
所
論
を
引
用
す
る
ば
か
り
で
あ
る
（
32
）

。

（
11
） 

外
務
省
編
『
日
本
外
交
文
書
』
第
二
四
巻
（
日
本
国
際
連
合
協
会
、
一
九
五
二
年
）
一
四
五
〜
一
四
六
頁
。
な
お
、
注（
9
）新
井
『
大
津
事
件

の
再
構
成
』
二
六
頁
。

（
12
） 

岩
壁
義
光
編
『
伊
藤
博
文
文
書
』
第
三
六
巻
、
秘
書
類
纂
・
大
津
事
変
（
ゆ
ま
に
書
房
、
二
〇
一
〇
年
）
二
二
〜
二
三
頁
。
本
書
は
、
原
本
の

影
印
本
で
あ
る
。
引
用
の
さ
い
、
カ
タ
カ
ナ
を
ひ
ら
か
な
に
直
し
、
句
読
点
を
ふ
し
た
。
平
塚
篤
編
『
伊
藤
博
文
秘
録
』（
春
秋
社
、
一
九
二
九
年
）

所
収
の
「
大
津
事
変
」
二
五
四
頁
は
、
大
審
院
判
事
中
異
議
を
「
さ
し
挟
む
る
」
も
の
多
く
、
と
記
し
て
二
字
衍
字
が
あ
る
。

（
13
） 

坂
根
義
久
校
注
『
青
木
周
蔵
自
伝
』（
平
凡
社
東
洋
文
庫
、
一
九
七
〇
年
）
二
五
一
〜
二
五
二
頁
。

一
六



大
津
事
件
に
お
け
る
立
憲
制
の
危
機
（
新
井
）

（
六
九
七
）

（
14
） 

五
月
二
九
日
、
青
木
は
外
相
を
辞
職
し
た
。
引
責
辞
職
で
あ
る
。
五
月
一
七
日
、
大
山
巌
が
陸
相
を
辞
職
し
即
日
枢
密
顧
問
官
と
な
り
、
六
月

一
日
、
芳
川
顕
正
が
文
相
を
辞
職
し
即
日
宮
中
顧
問
官
と
な
っ
た
が
、
青
木
に
は
次
の
官
職
が
な
か
っ
た
。
青
木
が
駐
独
公
使
と
し
て
官
界
に
復
帰

す
る
の
は
、
八
カ
月
後
の
明
治
二
五
年
一
月
二
七
日
。

（
15
） 
安
斎
保
編
『
大
津
事
件
に
就
て
』
下
巻
（
東
洋
文
化
社
、
一
九
七
四
年
）
六
五
二
〜
六
五
三
頁
。
安
斎
氏
は
、
元
大
津
地
方
裁
判
所
予
審
判
事

の
三
浦
順
太
郎
の
手
記
を
の
せ
、
三
浦
が
三
好
退
蔵
か
ら
の
伝
聞
と
し
て
、
五
月
一
五
日
の
重
臣
会
議
で
、
伊
藤
、
青
木
の
二
人
が
強
く
死
刑
論
を

唱
え
た
と
記
し
て
い
る
と
い
う
。
三
浦
順
太
郎
『
大
津
事
変
実
験
記
』（
酒
井
書
店
、
一
九
二
九
年
）
三
六
頁
参
照
。

（
16
） 

晨
亭
会
編
『
伯
爵
伊
東
巳
代
治
』
上
巻
（
晨
亭
会
、
一
九
三
八
年
）
一
五
六
〜
一
五
七
頁
。

（
17
） 

さ
し
あ
た
り
、
明
治
天
皇
紀
、
明
治
二
四
年
五
月
一
一
日
条
。『
明
治
天
皇
記
』
第
七
巻
（
一
九
七
二
年
）
八
一
四
〜
八
一
五
頁
。

（
18
） 

我
部
政
男
ら
編
『
大
津
事
件
関
係
史
料
集
』
下
巻
（
成
文
堂
、
一
九
九
九
年
）
二
一
五
〜
二
一
六
頁
。

（
19
） 

注（
13
）二
五
七
頁
。

（
20
） 

久
米
邦
武
編
『
米
欧
回
覧
実
記
』
第
一
巻
（
岩
波
文
庫
、
一
九
七
七
年
）
一
〇
頁
。
引
用
の
さ
い
、
カ
タ
カ
ナ
を
ひ
ら
か
な
に
直
し
た
。

（
21
） 

大
久
保
利
謙
「
立
憲
政
治
の
開
始
」
一
〇
三
頁
。
大
久
保
利
謙
編
『
明
治
日
本
の
開
花
』
図
説
日
本
の
歴
史
第
一
五
巻
（
集
英
社
、
一
九
七
六

年
）
所
収
。

（
22
） 

児
島
惟
謙
『
大
津
事
件
手
記
』（
築
地
書
店
、
一
九
四
四
年
）
二
七
〜
二
八
頁
。

（
23
） 

伊
藤
博
文
あ
て
土
方
久
元
書
簡
、
明
治
二
四
年
五
月
二
〇
日
付
。
伊
藤
博
文
関
係
文
書
研
究
会
編
『
伊
藤
博
文
関
係
文
書
』
第
六
巻
（
塙
書
房
、

一
九
七
八
年
）
四
五
四
頁
。

（
24
） 

注（
10
）『
危
機
と
し
て
の
大
津
事
件
』
冒
頭
掲
載
の
判
決
書
の
写
真
。

（
25
） 

田
岡
良
一
『
大
津
事
件
の
再
評
価
』
新
版
（
有
斐
閣
、
一
九
八
三
年
）
九
一
〜
九
二
頁
。
我
が
国
、
わ
が
国
の
不
揃
い
は
、
原
文
ど
お
り
。

（
26
） 

尾
佐
竹
猛
『
大
津
事
件
』（
岩
波
文
庫
、
一
九
九
一
年
）
五
八
頁
以
下
。

（
27
） 

注（
16
）一
五
四
〜
一
五
五
頁
。

（
28
） 

明
治
二
四
年
五
月
一
三
日
付
の
官
報
、
叙
任
及
辞
令
欄
に
「
御
用
有
之
京
都
出
張
被
仰
付
、
枢
密
院
書
記
官
長
伊
東
巳
代
治
」
と
あ
り
、
こ
れ

一
七



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
六
九
八
）

に
続
く
、
内
閣
の
「
御
用
有
之
京
都
出
張
ヲ
命
ス
、
内
閣
書
記
官
松
浦
良
春
」
と
扱
い
を
異
に
し
て
い
る
。
内
閣
官
報
局
『
官
報
』
明
治
編
第
四
巻

⑰
（
龍
渓
書
舎
、
一
九
八
五
年
）
一
四
五
頁
。

（
29
） 
明
治
四
〇
年
の
公
式
令
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
増
田
知
子
『
天
皇
制
と
国
家
』（
青
木
書
店
、
一
九
九
九
年
）
四
九
頁
以
下
。

（
30
） 
明
治
二
四
年
五
月
一
六
日
付
の
官
報
号
外
、
勅
令
欄
。
注（
28
）『
官
報
』
明
治
編
第
四
巻
⑰
、
号
外
に
つ
き
無
頁
。
な
お
、
緊
急
勅
令
第
一
号

の
「
新
聞
紙
雑
誌
又
ハ
文
書
図
画
ニ
関
ス
ル
件
」
に
つ
い
て
は
、
注（
9
）新
井
・
前
掲
書
一
七
九
頁
以
下
。

（
31
） 

楠
精
一
郎
『
児
島
惟
謙
』（
中
公
新
書
、
一
九
九
七
年
）
七
二
頁
。

（
32
） 

注（
6
）礫
川
・
前
掲
書
一
〇
七
頁
以
下
。
な
お
、
本
書
は
、
一
〇
九
頁
で
「
十
五
日
の
会
議
の
席
で
、
伊
東
が
ど
の
よ
う
な
主
張
を
し
た
の
か

は
明
ら
か
で
な
い
。
し
か
し
、
法
制
通
の
伊
東
は
、
こ
の
詔
勅
は
枢
密
院
の
批
准
を
要
す
る
こ
と
や
詔
勅
の
内
容
が
事
後
法
禁
止
に
触
れ
る
こ
と
に

つ
い
て
も
、
当
然
指
摘
し
た
は
ず
で
あ
る
」
と
い
う
。
批
准
と
は
諮
詢
の
こ
と
だ
ろ
う
が
、
詔
勅
は
枢
密
院
に
諮
詢
し
な
い
。
こ
れ
は
、
田
岡
氏
の

詔
勅
＝
緊
急
勅
令
論
に
ひ
き
ず
ら
れ
た
も
の
だ
ろ
う
。

二　

戒
厳
令
・
緊
急
勅
令

明
治
二
四
年
五
月
の
時
点
で
、
日
本
滞
在
中
の
外
国
皇
太
子
に
対
す
る
傷
害
や
殺
人
未
遂
な
ど
の
犯
罪
が
突
発
し
た
さ
い
、
裁
判
所
が

犯
人
に
適
用
す
る
法
令
は
、
明
治
一
三
年
公
布
の
刑
法
で
あ
る
。
こ
の
刑
法
は
、
明
治
憲
法
発
布
よ
り
前
、
政
府
が
太
政
官
布
告
と
い
う

形
式
で
公
布
し
た
法
令
な
が
ら
、
憲
法
の
末
条
、
す
な
わ
ち
第
七
六
条
に
よ
り
、
憲
法
第
三
七
条
の
定
め
る
、
帝
国
議
会
の
協
賛
を
へ
た

法
律
と
同
一
の
扱
い
を
う
け
た
。
憲
法
第
二
三
条
は
国
民
は
法
律
に
よ
ら
な
け
れ
ば
裁
判
を
う
け
る
こ
と
は
な
く
処
罰
を
う
け
る
こ
と
も

な
い
と
定
め
て
い
た
か
ら
、
裁
判
手
続
き
に
つ
い
て
は
、
明
治
二
三
年
一
〇
月
、
政
府
が
法
律
と
い
う
形
式
で
公
布
し
た
刑
事
訴
訟
法
に

よ
り
、
裁
判
所
が
傷
害
や
殺
人
未
遂
な
ど
の
犯
罪
に
適
用
す
る
罰
条
は
、
無
論
、
刑
法
に
よ
る
の
で
あ
る
。

一
八



大
津
事
件
に
お
け
る
立
憲
制
の
危
機
（
新
井
）

（
六
九
九
）

刑
法
は
、
草
案
を
起
草
し
た
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
を
通
し
て
、
一
九
世
紀
西
欧
刑
法
学
の
罪
刑
法
定
主
義
を
受
容
し
た
。
第
二
条
「
法
律
ニ

正
条
ナ
キ
者
ハ
何
等
ノ
所
為
ト
雖
モ
之
ヲ
罰
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
」
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
第
二
条
は
、
刑
法
以
前
の
新
律
綱
領
、
改
定
律
例

時
代
の
類
推
解
釈
を
禁
止
し
た
（
33
）

。
刑
法
は
、
続
く
第
三
条
で
「
法
律
ハ
頒
布
以
前
ニ
係
ル
犯
罪
ニ
及
ホ
ス
コ
ト
ヲ
得
ス
」
と
し
て
、
遡
及

処
罰
を
禁
じ
た
。
第
三
条
は
、
犯
罪
時
に
法
律
が
存
在
す
る
こ
と
を
要
し
、
裁
判
時
の
急
拵
え
の
法
律
は
適
用
し
な
い
、
と
い
う
意
味
で

あ
る
。
第
二
条
、
第
三
条
の
存
在
は
、
西
欧
の
刑
法
学
者
が
日
本
刑
法
を
評
価
す
る
大
き
な
要
素
だ
っ
た
（
34
）

。
し
か
し
、
津
田
三
蔵
が
大
津

で
ニ
コ
ラ
イ
の
額
を
サ
ー
ベ
ル
で
斬
っ
た
と
き
、
刑
法
に
は
外
国
皇
太
子
に
対
す
る
犯
罪
の
規
定
は
み
あ
た
ら
な
か
っ
た
。
三
蔵
を
無
理

や
り
死
刑
に
処
す
る
に
は
、
こ
の
第
二
条
、
第
三
条
が
壁
に
な
っ
た
。
そ
れ
を
回
避
す
る
一
つ
の
方
法
が
詔
勅
の
発
布
で
、
別
の
方
法
が

戒
厳
令
の
発
令
や
、
緊
急
勅
令
の
発
布
だ
っ
た
。

（
一
）
戒
厳
令

こ
の
う
ち
、
戒
厳
令
の
発
令
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
博
文
の
手
記
や
、
児
島
惟
謙
の
手
記
に
記
事
が
あ
る
。
伊
藤
手
記
を
み
る
と
、
五
月

一
二
日
朝
、
新
橋
駅
に
天
皇
の
京
都
行
き
を
見
送
っ
た
後
、
永
田
町
の
首
相
官
舎
で
、
閣
僚
、
お
よ
び
伊
藤
や
黒
田
清
隆
ら
が
、
朝
餐
を

供
さ
れ
た
。
そ
の
席
上
、
三
蔵
の
処
罰
が
議
論
と
な
っ
た
。
山
田
法
相
が
「
裁
判
官
中
処
刑
の
事
に
付
、
両
説
あ
り
。
即
ち
之
を
罰
す
る

に
皇
室
罪
を
以
て
擬
す
る
と
尋
常
謀
殺
を
以
て
す
る
と
な
り
」
と
い
う
と
、
伊
藤
は
「
今
般
の
事
変
は
実
に
重
大
に
し
て
結
局
予
め
逆
視

す
へ
か
ら
さ
る
も
の
あ
る
を
以
て
、
其
重
き
を
取
ら
さ
る
へ
か
ら
す
。
万
一
異
説
百
出
に
し
処
罰
に
困
難
な
る
に
際
せ
は
、
不
得
止
戒
厳

令
を
発
す
る
も
可
な
り
。
国
家
の
危
険
を
防
禦
す
る
為
め
に
は
非
常
の
処
置
も
亦
施
さ
ゝ
る
を
得
さ
る
旨
」
を
の
べ
た
と
い
う
（
35
）

。

次
に
、
児
島
手
記
を
み
よ
う
。
五
月
一
三
日
、
児
島
が
同
じ
八
重
洲
町
、
大
審
院
の
北
隣
り
の
司
法
省
を
訪
ね
た
。
児
島
が
大
審
院
の

一
九



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
七
〇
〇
）

部
長
や
古
参
判
事
は
「
露
国
皇
太
子
と
雖
も
、
通
常
法
律
に
拠
る
を
至
当
な
り
と
解
釈
一
致
せ
り
」
と
伝
え
る
と
、
山
田
は
「
裁
判
官
に

於
て
其
法
文
を
固
執
し
て
内
閣
の
苦
心
を
容
れ
さ
る
と
き
は
、
内
閣
は
不
満
の
み
な
ら
す
、
如
斯
国
家
の
大
事
を
裁
判
官
に
一
任
す
る
訳

に
至
ら
す
。
戒
厳
令
を
発
し
臨
機
の
処
置
を
為
す
の
議
起
る
へ
し
」
と
困
惑
の
色
を
み
せ
た
と
い
う
（
36
）

。

元
大
津
地
方
裁
判
所
予
審
判
事
三
浦
順
太
郎
の
手
記
は
、
検
事
総
長
の
三
好
退
蔵
か
ら
の
伝
聞
と
し
て
、
五
月
一
五
日
の
重
臣
会
議
の

様
子
を
描
い
て
い
る
。
こ
の
手
記
を
み
る
と
、
三
好
が
裁
判
官
の
意
見
は
通
常
謀
殺
論
だ
と
い
う
と
、
伊
藤
が
「
果
し
て
然
ら
ば
、
戒
厳

令
を
布
き
、
極
刑
に
処
せ
し
む
る
こ
と
と
せ
ん
」
と
言
い
放
っ
た
と
い
う
（
37
）

。
一
方
、
児
島
手
記
を
み
る
と
、
五
月
一
八
日
午
前
、
児
島
が

松
方
か
ら
宮
城
桔
梗
門
内
の
内
閣
に
よ
ば
れ
た
さ
い
、
松
方
が
「
今
裁
判
所
に
於
て
其
適
用
の
成
ら
さ
る
も
の
と
せ
は
、
我
政
府
の
威
信

を
内
外
に
失
す
る
に
至
る
へ
し
。
依
て
止
を
得
す
臨
機
の
処
置
、
則
ち
戒
厳
令
を
発
し
加
害
者
津
田
三
蔵
を
し
て
死
刑
に
処
分
す
る
の
外

な
か
る
へ
し
」
と
、
三
蔵
の
死
刑
を
迫
っ
た
と
い
う
（
38
）

。

大
津
事
件
に
お
い
て
天
皇
や
政
府
が
何
よ
り
憂
慮
し
た
の
は
、
ロ
シ
ア
の
出
方
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
五
月
一
六
日
、
神
戸
で
、
青
木

外
相
は
シ
ェ
ー
ヴ
ィ
ッ
チ
公
使
か
ら
、
今
回
の
事
件
に
つ
き
ロ
シ
ア
側
は
求
償
権
を
放
棄
す
る
と
伝
達
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
一
八
日
の

松
方
の
戒
厳
発
令
の
脅
し
は
、
そ
れ
以
前
の
伊
藤
の
放
言
や
山
田
の
懸
念
と
、
ま
ず
質
の
違
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
五
月
一
六
日

以
前
な
ら
、
ロ
シ
ア
の
出
方
次
第
で
、
伊
藤
が
戒
厳
発
令
へ
一
歩
ふ
み
だ
し
た
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

明
治
憲
法
に
は
、
確
か
に
、
第
一
四
条
「
天
皇
ハ
戒
厳
ヲ
宣
告
ス
。
戒
厳
ノ
要
件
及
効
力
ハ
法
律
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム
」
と
い
う
規
定
が

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
明
治
憲
法
は
、
天
皇
大
権
の
一
つ
と
し
て
戒
厳
大
権
を
お
い
た
。
そ
し
て
、
戒
厳
の
内
容
は
法
律
で
定
め
る
と
い
い

な
が
ら
、
実
際
は
、
明
治
一
五
年
、
政
府
が
太
政
官
布
告
で
公
布
し
た
戒
厳
令
と
い
う
名
称
の
法
令
一
つ
を
以
て
、
憲
法
施
行
後
も
間
に

あ
わ
せ
た
の
で
あ
る
。

二
〇



大
津
事
件
に
お
け
る
立
憲
制
の
危
機
（
新
井
）

（
七
〇
一
）

そ
れ
な
ら
、
後
に
尾
佐
竹
猛
が
脅
露
病
者
と
謗
る
伊
藤
が
、
戒
厳
発
令
へ
一
歩
ふ
み
だ
し
た
と
き
、
①
戒
厳
発
令
が
実
現
す
る
可
能
性

が
あ
っ
た
か
ど
う
か
。
②
戒
厳
令
下
、
戒
厳
司
令
官
が
ロ
シ
ア
皇
太
子
を
傷
つ
け
た
犯
人
の
裁
判
を
通
常
裁
判
所
か
ら
と
り
あ
げ
る
こ
と

が
可
能
だ
っ
た
か
ど
う
か
。
陸
軍
省
が
戒
厳
令
案
を
政
府
に
上
申
し
た
の
は
、
明
治
一
四
年
一
二
月
。
政
府
は
、
こ
の
草
案
を
参
事
院
に

審
査
さ
せ
た
後
、
翌
一
五
年
六
月
、
修
正
案
を
元
老
院
に
付
議
し
た
。
初
代
の
参
事
院
議
長
は
伊
藤
博
文
な
が
ら
、
審
査
中
に
憲
法
調
査

の
た
め
渡
欧
し
、
伊
藤
の
戒
厳
令
の
理
解
が
ど
の
程
度
か
疑
わ
し
い
。
後
に
、
明
治
一
〇
年
代
後
期
に
始
ま
る
憲
法
編
纂
過
程
で
理
解
を

深
め
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
発
令
す
れ
ば
裁
判
を
通
常
裁
判
所
か
ら
と
り
あ
げ
ら
れ
る
と
軽
く
み
て
い
た
節
が
あ
る
。

そ
こ
で
、
戒
厳
令
を
一
瞥
す
る
と
、
第
一
条
で
「
戒
厳
令
ハ
戦
時
若
ク
ハ
事
変
ニ
際
シ
兵
備
ヲ
以
テ
全
国
若
ク
ハ
一
地
方
ヲ
警
戒
ス
ル

ノ
法
ト
ス
」
と
規
定
す
る
。
戦
時
と
い
う
の
は
、
外
患
ま
た
は
内
乱
が
発
生
し
た
さ
い
政
府
が
布
告
を
以
て
定
め
る
（
39
）

。
事
変
と
は
何
か
を

定
め
る
法
令
は
み
あ
た
ら
な
い
。
全
国
に
発
令
す
る
場
合
が
あ
る
と
し
な
が
ら
、
第
二
条
以
下
は
専
ら
一
地
方
に
発
令
す
る
こ
と
を
想
定

し
て
、
発
令
区
域
を
臨
戦
地
境
、
合
囲
地
境
に
二
分
す
る
。
臨
戦
地
境
は
戦
時
・
事
変
の
さ
い
警
戒
を
要
す
る
区
域
、
合
囲
地
境
は
敵
軍

に
包
囲
さ
れ
る
か
攻
撃
さ
れ
る
か
し
て
い
る
区
域
で
あ
る
。
実
例
を
あ
げ
る
と
、
日
清
戦
争
初
期
の
明
治
二
七
年
一
〇
月
、
最
初
の
戒
厳

令
は
、
大
本
営
を
お
く
広
島
全
市
と
宇
品
を
臨
戦
地
境
と
し
た
。
日
露
戦
争
中
の
明
治
三
七
、
八
年
、
長
崎
、
佐
世
保
、
函
館
の
各
要
塞

地
帯
な
ど
に
発
せ
ら
れ
た
の
も
、
臨
戦
地
境
の
戒
厳
令
で
あ
る
（
40
）

。
合
囲
地
境
と
し
て
の
戒
厳
令
は
一
度
も
発
令
さ
れ
な
か
っ
た
。
太
平
洋

戦
争
末
期
の
沖
縄
本
島
に
す
ら
、
こ
れ
は
発
令
さ
れ
な
か
っ
た
。

第
一
条
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
戒
厳
と
は
、
戦
時
・
事
変
の
さ
い
兵
力
を
以
て
住
民
を
対
象
と
し
て
警
戒
し
、
治
安
を
維
持
す
る
の
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
戒
厳
発
令
に
よ
り
軍
隊
が
出
動
し
、
戒
厳
司
令
官
が
地
方
の
行
政
事
務
や
司
法
事
務
を
管
掌
す
る
と
と
も
に
、
軍
隊

が
集
会
や
印
行
の
自
由
を
停
止
し
た
り
所
有
権
を
侵
害
し
た
り
な
ど
す
る
。
司
法
に
つ
い
て
、
第
九
条
が
臨
戦
地
境
内
に
お
い
て
は
地
方

二
一



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
七
〇
二
）

の
「
司
法
事
務
ノ
軍
事
ニ
関
係
ア
ル
事
件
ヲ
限
リ
其
地
ノ
司
令
官
ニ
管
掌
ノ
権
ヲ
委
ネ
ル
者
ト
ス
」
と
定
め
、
第
一
〇
条
が
合
囲
地
境
内

に
お
い
て
は
地
方
の
「
司
法
事
務
ハ
其
地
ノ
司
令
官
ニ
管
掌
ノ
権
ヲ
委
ネ
ル
者
ト
ス
」
定
め
て
い
る
。
こ
れ
は
司
法
卿
の
管
掌
す
る
司
法

事
務
を
戒
厳
司
令
官
に
移
す
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
区
裁
判
所
や
地
方
裁
判
所
の
裁
判
権
を
と
り
あ
げ
る
も
の
で
は
な
い
（
41
）

。

し
か
し
、
合
囲
地
境
内
に
お
い
て
は
、
軍
事
に
係
わ
る
民
事
、
お
よ
び
犯
罪
の
う
ち
、
皇
室
に
対
す
る
罪
、
国
事
に
関
す
る
罪
、
静
謐

を
害
す
る
罪
、
謀
殺
故
殺
の
罪
、
殴
打
創
傷
の
罪
、
強
盗
の
罪
、
放
火
失
火
の
罪
な
ど
は
、
軍
法
会
議
が
裁
判
す
る
。
こ
れ
は
第
一
一
条

の
規
定
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
第
一
三
条
で
控
訴
上
告
を
禁
止
す
る
。
元
老
院
会
議
で
内
閣
委
員
が
「
第
十
三
条
の
場
合
は
、
戦
時
審
問

中
の
者
も
、
戒
厳
終
る
の
日
よ
り
は
之
を
普
通
裁
判
に
引
渡
す
な
り
。
又
其
初
普
通
裁
判
に
属
す
る
も
の
も
、
合
囲
地
内
に
入
る
と
き
は

之
を
引
取
り
、
而
し
て
控
訴
上
告
は
許
さ
さ
る
へ
し
」
と
説
明
し
た
（
42
）

。
す
な
わ
ち
、
立
法
趣
旨
か
ら
み
て
、
戒
厳
令
を
合
囲
地
境
に
発
令

す
る
と
き
、
裁
判
を
通
常
裁
判
所
か
ら
と
り
あ
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

伊
藤
が
口
に
し
た
戒
厳
令
は
、
合
囲
地
境
を
区
画
し
て
発
令
す
れ
ば
、
戒
厳
司
令
官
が
三
蔵
の
裁
判
を
通
常
裁
判
所
か
ら
と
り
あ
げ
る

こ
と
は
、
確
か
に
可
能
だ
っ
た
。
こ
れ
は
明
治
憲
法
に
く
み
こ
ま
れ
た
天
皇
大
権
に
基
づ
く
も
の
だ
か
ら
、
一
見
発
令
は
明
治
立
憲
制
を

危
機
に
陥
れ
る
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
、
一
人
の
巡
査
が
サ
ー
ベ
ル
を
振
り
回
し
た
の
を
、
第
二
条
「
敵
ノ
合
囲
若
ク

ハ
攻
撃
其
他
ノ
事
変
（
43
）

ニ
際
シ
」
た
と
称
し
て
合
囲
地
境
を
区
画
す
る
の
は
、
乱
暴
で
あ
り
無
理
な
こ
と
だ
っ
た
。
事
件
直
後
、
大
津
兵
営

の
歩
兵
第
九
連
隊
が
派
兵
し
、
兵
士
が
滋
賀
県
庁
近
辺
に
展
開
し
た
。
一
人
の
敵
兵
も
い
な
か
っ
た
。
こ
の
大
津
町
を
擬
似
合
囲
地
境
と

す
る
の
も
、
軍
法
会
議
が
三
蔵
に
死
刑
を
言
い
渡
す
の
も
、
立
憲
制
の
運
営
を
大
き
く
誤
ら
せ
る
も
の
で
あ
る
。

法
制
上
、
合
囲
地
境
内
に
お
い
て
は
通
常
裁
判
所
の
裁
判
を
と
り
あ
げ
ら
れ
る
が
、
戒
厳
令
運
用
の
準
備
も
な
く
、
合
囲
地
境
内
軍
法

会
議
の
手
続
き
も
不
明
な
ま
ま
、
伊
藤
が
戒
厳
発
令
へ
一
歩
ふ
み
だ
す
と
き
は
、
伊
藤
は
自
ら
の
手
で
構
築
し
た
立
憲
制
を
動
揺
さ
せ
る

二
二



大
津
事
件
に
お
け
る
立
憲
制
の
危
機
（
新
井
）

（
七
〇
三
）

の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
問
題
に
は
、
今
一
つ
の
論
点
が
あ
る
。
伊
藤
が
こ
れ
を
や
ろ
う
と
し
て
、
果
し
て
戒
厳
発
令
が
実
現
す
る

可
能
性
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
と
い
う
論
点
で
あ
る
。
明
治
憲
法
第
一
四
条
の
戒
厳
宣
告
は
、
法
制
上
、
そ
れ
に
先
立
ち
枢
密
院
に
諮
詢

す
る
こ
と
を
求
め
て
い
た
。
し
か
し
、
諮
詢
し
た
場
合
、
井
上
毅
や
田
中
不
二
麿
ら
が
反
対
す
る
こ
と
は
、
目
に
み
え
て
い
た
。
伊
藤
が

一
歩
ふ
み
だ
し
て
も
、
諮
詢
な
し
に
発
令
す
る
し
か
実
現
は
難
し
か
っ
た
。

枢
密
院
官
制
は
、
明
治
二
三
年
一
〇
月
の
改
正
に
よ
り
、
第
六
条
諮
詢
事
項
中
に
第
三
号
「
憲
法
第
十
四
条
戒
厳
ノ
宣
告
同
第
八
条
及

第
七
十
条
ノ
勅
令
及
其
他
罰
則
ノ
規
定
ア
ル
勅
令
」
を
掲
げ
て
い
た
。
枢
密
院
の
諮
詢
は
憲
法
上
の
要
件
で
は
な
い
た
め
、
こ
の
手
続
き

を
へ
ず
戒
厳
令
を
発
令
し
て
も
、
政
治
上
の
物
議
を
醸
す
か
も
し
れ
な
い
が
有
効
で
あ
る
。
状
況
が
状
況
だ
っ
た
も
の
の
、
大
正
一
二
年

の
関
東
大
震
災
の
さ
い
、
政
府
は
諮
詢
を
へ
る
こ
と
な
く
、
緊
急
勅
令
に
よ
り
戒
厳
宣
告
を
行
っ
た
。
日
清
戦
争
、
日
露
戦
争
下
の
軍
事

戒
厳
と
違
い
、
関
東
大
震
災
、
お
よ
び
明
治
三
八
年
の
日
比
谷
騒
擾
、
昭
和
一
一
年
の
二
・
二
六
事
件
の
さ
い
の
戒
厳
令
は
、
緊
急
勅
令

に
基
づ
き
、
戒
厳
令
中
の
第
九
条
、
第
一
四
条
を
適
用
す
る
行
政
戒
厳
で
あ
る
（
44
）

。

（
二
）
緊
急
勅
令

津
田
三
蔵
を
無
理
や
り
死
刑
に
処
す
る
に
は
、
今
一
つ
、
緊
急
勅
令
の
発
布
が
あ
っ
た
。
政
府
が
司
法
部
に
圧
力
を
か
け
、
裁
判
官
に

類
推
解
釈
を
さ
せ
よ
う
と
し
た
ら
、
裁
判
官
は
泥
を
被
ら
な
い
。
青
木
外
相
や
伊
藤
博
文
が
天
皇
の
詔
勅
を
発
し
よ
う
と
し
た
ら
、
伊
東

巳
代
治
が
反
対
し
た
。
伊
藤
が
戒
厳
令
を
振
り
翳
し
た
が
、
こ
れ
も
大
し
た
見
通
し
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
残
る
の
は
、
急
遽
緊
急

勅
令
を
発
布
す
る
こ
と
で
あ
る
。
刑
法
は
、
第
三
条
で
「
法
律
ハ
頒
布
以
前
ニ
係
ル
犯
罪
ニ
及
ホ
ス
コ
ト
ヲ
得
ス
」
を
お
き
、
裁
判
時
の

急
拵
え
の
法
律
は
適
用
し
な
い
と
定
め
る
が
、
そ
れ
は
構
っ
て
ら
れ
な
い
。
緊
急
勅
令
は
こ
の
遡
及
処
罰
の
禁
止
に
抵
触
す
る
が
、
そ
れ

二
三



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
七
〇
四
）

は
構
っ
て
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

田
岡
良
一
『
大
津
事
件
の
再
評
価
』
は
、
児
島
惟
謙
の
行
動
の
法
律
学
的
批
判
の
章
の
中
に
、
第
三
節
「
緊
急
勅
令
発
布
の
問
題
」
と

い
う
一
節
を
お
い
た
。
新
井
勉
『
大
津
事
件
の
再
構
成
』
は
、
特
に
章
や
節
を
設
け
な
か
っ
た
が
、
緊
急
勅
令
を
扱
う
こ
と
に
吝
か
で
は

な
か
っ
た
。
田
岡
氏
の
書
物
の
記
述
に
さ
し
た
る
誤
り
は
み
あ
た
ら
な
い
。
最
初
に
一
つ
だ
け
誤
り
（
45
）

を
引
用
し
た
後
、
本
稿
で
は
、
新
井

の
書
物
の
記
述
を
整
理
し
て
、
緊
急
勅
令
の
問
題
を
点
描
す
る
に
止
め
る
。
田
岡
氏
の
話
は
五
月
二
四
日
深
夜
の
こ
と
で
あ
る
。

何
故
に
児
島
は
こ
の
時
期
に
至
っ
て
突
然
緊
急
勅
令
の
こ
と
を
持
ち
出
し
た
の
か
。「
こ
の
時
期
に
至
っ
て
」
と
い
う
の
は
、
津
田

を
処
刑
す
る
便
宜
上
緊
急
勅
令
を
発
布
し
よ
う
と
い
う
案
は
、
す
で
に
五
月
十
五
日
京
都
に
お
い
て
青
木
外
相
が
伊
藤
博
文
に
提
案

し
て
そ
の
賛
成
を
得
た
が
、
伊
東
枢
密
院
書
記
官
長
の
反
対
に
逢
っ
て
放
棄
し
た
こ
と
な
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
青
木
案
は
不
成
立

に
終
っ
た
も
の
ゆ
え
、
内
密
に
付
せ
ら
れ
て
外
部
に
は
伝
わ
ら
ず
、
児
島
も
こ
の
い
き
さ
つ
は
知
ら
な
か
っ
た
か
も
知
れ
ぬ
。
し
か

し
そ
れ
に
し
て
も
此
の
時
は
、
児
島
の
判
事
ら
に
対
す
る
干
渉
が
効
を
奏
し
、
こ
の
ま
ま
明
二
十
五
日
の
公
判
に
持
ち
込
め
ば
、
児

島
の
欲
す
る
ご
と
き
判
決
が
な
さ
れ
る
見
込
み
が
つ
い
た
と
き
で
あ
る
。（
後
略
）

こ
こ
に
、
田
岡
氏
が
詔
勅
と
緊
急
勅
令
の
二
者
を
混
同
し
て
い
る
の
が
、
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。
氏
は
、
五
月
一
五
日
の
詔
勅
発
布

論
が
未
発
の
う
ち
に
葬
ら
れ
た
こ
と
を
、
児
島
が
し
ら
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
推
測
し
て
い
る
。
児
島
は
、
三
好
退
蔵
か
ら
き
い
て

し
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
し
、
や
は
り
し
ら
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
問
題
で
は
な
い
。
氏
が
「
何
故
に
児
島
は
こ
の
時
期

に
至
っ
て
突
然
緊
急
勅
令
の
こ
と
を
持
ち
出
し
た
の
か
」
と
い
う
自
問
は
、
的
外
れ
の
自
答
を
招
い
て
い
る
が
、
こ
れ
も
さ
し
た
る
問
題

で
は
な
い
。
的
外
れ
は
氏
が
五
月
二
〇
日
の
勅
語
の
意
味
を
捉
え
損
な
っ
た
た
め
で
あ
る
。
こ
の
自
問
に
対
す
る
答
え
は
、
新
井
『
大
津

事
件
の
再
構
成
』
が
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
（
46
）

。

二
四



大
津
事
件
に
お
け
る
立
憲
制
の
危
機
（
新
井
）

（
七
〇
五
）

裁
判
官
も
検
察
官
も
、
勅
語
を
下
賜
さ
れ
て
天
皇
の
意
思
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
確
実
に
し
っ
た
。
天
皇
が
速
や
か
な
死
刑
判

決
を
望
ん
で
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
検
察
官
は
と
も
か
く
、
裁
判
官
は
、
そ
れ
が
法
律
の
無
理
な
適
用
を
し
い
る
も
の
で

あ
る
こ
と
に
苦
慮
し
た
。
勅
語
と
法
律
の
板
挟
み
に
な
っ
た
。
深
刻
な
苦
悩
に
陥
っ
た
。
そ
こ
で
公
判
を
翌
日
に
控
え
た
五
月
二
四

日
午
前
一
時
、
児
島
院
長
・
三
好
総
長
は
、
山
田
法
相
に
対
し
て
緊
急
勅
令
発
布
を
求
め
た
の
で
あ
っ
た
。

緊
急
勅
令
の
発
布
論
は
、
発
案
者
と
時
期
を
違
え
三
度
問
題
に
な
っ
た
。
①
五
月
一
三
、
四
日
頃
か
、
陸
奥
農
相
が
閣
内
で
主
張
し
た

が
、
法
制
局
部
長
の
尾
崎
三
良
や
、
枢
密
顧
問
官
の
井
上
毅
が
反
対
し
た
。
②
五
月
二
一
日
、
穂
積
陳
重
ら
大
学
教
授
総
代
が
首
相
官
舎

に
松
方
を
訪
ね
発
布
を
勧
め
た
が
、
黒
田
清
隆
が
松
方
に
自
重
を
求
め
た
。
③
五
月
二
四
日
深
夜
、
大
津
の
児
島
、
三
好
が
山
田
法
相
に

発
布
を
求
め
て
き
た
た
め
、
政
府
は
二
四
日
、
二
五
日
と
閣
議
を
開
き
発
布
を
議
論
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
井
上
、
尾
崎
に
加
え
、
司
法

省
の
箕
作
麟
祥
次
官
、
河
津
祐
之
刑
事
局
長
ら
が
発
布
に
強
く
反
対
し
た
。
緊
急
勅
令
は
、
詔
勅
や
戒
厳
令
と
異
な
り
具
体
化
し
そ
う
に

み
え
た
が
、
結
局
、
政
府
は
発
布
を
見
送
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
緊
急
勅
令
の
発
布
は
、
明
治
憲
法
第
八
条
と
し
て
く
み
こ
ま
れ
た
大
権
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
天
皇
は
「
公
共

ノ
安
全
ヲ
保
持
シ
又
ハ
其
ノ
災
厄
ヲ
避
ク
ル
為
緊
急
ノ
必
要
ニ
由
リ
」
帝
国
議
会
閉
会
の
場
合
に
「
法
律
ニ
代
ル
ヘ
キ
勅
令
」
を
発
す
る

の
で
あ
る
。
手
続
き
上
は
、
戒
厳
宣
告
の
さ
い
と
同
じ
く
、
枢
密
院
の
諮
詢
を
へ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
現
に
、
五
月
一
六
日
、
政
府

は
天
皇
の
名
に
お
い
て
「
新
聞
紙
雑
誌
又
ハ
文
書
図
画
ニ
関
ス
ル
件
」
を
発
布
し
た
。

児
島
は
緊
急
勅
令
の
発
布
を
求
め
た
が
、
内
容
を
起
案
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
穂
積
ら
も
口
頭
で
開
陳
し
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
事
情

は
同
じ
だ
ろ
う
。
陸
奥
宗
光
は
自
ら
起
案
し
、
あ
る
い
は
下
僚
に
起
案
さ
せ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
内
容
は
わ
か
ら
な
い
。
緊
急
勅
令
の

発
布
を
主
張
す
る
人
々
は
、
三
蔵
を
死
刑
に
処
そ
う
と
い
う
動
機
か
ら
主
張
す
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
内
容
は
お
よ
そ
の
輪
郭
を
推
測
す
る

二
五
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第
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九
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号
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月
）

（
七
〇
六
）

ほ
か
な
い
。
お
そ
ら
く
青
木
の
起
案
し
た
詔
勅
案
を
、
法
律
案
な
い
し
は
勅
令
案
の
文
体
に
直
し
た
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。
外
国
皇
太
子

を
特
別
扱
い
す
る
の
は
お
か
し
い
た
め
、
外
国
君
主
を
も
ち
だ
し
「
今
日
以
後
外
国
ノ
君
主
及
皇
太
子
ニ
対
ス
ル
犯
罪
ハ
日
本
ノ
天
皇
及

皇
太
子
ニ
対
ス
ル
犯
罪
ト
同
ク
処
断
ス
」
と
い
う
も
の
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
緊
急
勅
令
案
を
前
提
と
し
て
、
尾
崎
三
郎
の
反
対
論
を
み
て
み
よ
う
。
五
月
一
五
日
、
尾
崎
は
風
邪
で
気
分
が
悪
い
の
を

お
し
て
宮
城
内
の
内
閣
へ
い
き
、
松
方
に
意
見
書
を
提
出
し
た
（
47
）

。
尾
崎
は
、
①
三
蔵
を
法
律
の
許
す
限
り
の
厳
刑
に
処
す
る
が
、
法
律
を

枉
げ
て
は
な
ら
な
い
。
②
刑
法
の
一
部
改
正
、
あ
る
い
は
緊
急
勅
令
に
よ
り
、
外
国
皇
族
に
対
す
る
犯
罪
を
わ
が
皇
族
に
対
す
る
犯
罪
と

同
刑
に
定
め
将
来
を
戒
め
る
の
は
、
ロ
シ
ア
、
日
本
、
二
国
の
感
情
を
慰
め
る
の
に
よ
い
。
し
か
し
と
、
次
の
よ
う
に
論
じ
た
（
48
）

。

或
る
論
者
の
如
く
、
今
日
緊
急
命
令
を
発
し
、
之
を
以
て
直
に
既
往
の
犯
人
を
罰
せ
ん
と
す
る
こ
と
は
、
苟
も
憲
法
を
実
施
す
る

国
家
に
於
て
は
決
し
て
為
す
へ
か
ら
さ
る
の
事
な
り
。
刑
法
に
曰
く
、
何
等
の
所
為
と
い
へ
と
も
法
律
に
正
条
な
き
も
の
は
罰
す
る

こ
と
を
得
す
と
あ
り
。
若
し
又
論
者
の
如
く
、
犯
人
を
縛
し
然
る
後
法
律
を
作
り
、
之
を
以
て
其
囚
人
を
罰
す
る
こ
と
を
得
と
為
せ

は
、
凡
そ
人
民
の
拠
て
以
て
生
命
財
産
を
托
し
て
安
心
す
る
所
の
も
の
あ
る
な
し
。
法
律
の
保
証
又
あ
る
こ
と
な
し
。
暴
政
焉
よ
り

甚
し
き
も
の
あ
ら
じ
。

我
十
数
年
来
拮
据
経
営
し
て
以
て
法
治
国
と
為
し
憲
法
国
と
為
し
、
漸
く
信
を
内
外
に
得
て
将
さ
に
彼
れ
外
人
を
し
て
我
法
権
の

下
に
服
従
せ
し
め
ん
と
す
る
に
際
し
、
若
し
此
の
如
き
不
法
の
所
置
を
為
さ
は
、
我
信
用
の
根
底
を
覆
へ
し
十
数
年
の
苦
心
経
営
も

一
朝
水
泡
に
帰
せ
ん
と
す
。

尾
崎
は
、
急
拵
え
の
法
律
、
事
後
の
法
律
を
以
て
遡
及
処
罰
を
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
力
説
し
た
。
三
蔵
の
ニ
コ
ラ
イ
襲
撃
は
国
家
の

汚
点
な
が
ら
「
国
家
の
憲
章
は
破
壊
す
へ
か
ら
さ
る
な
り
。
其
れ
か
為
め
一
時
の
感
情
を
慰
し
或
は
先
方
一
時
之
歓
心
を
得
へ
き
か
如
し

二
六



大
津
事
件
に
お
け
る
立
憲
制
の
危
機
（
新
井
）

（
七
〇
七
）

と
い
へ
と
も
、
我
国
家
に
一
層
の
汚
点
を
添
付
す
る
な
り
。
前
の
汚
点
は
一
狂
夫
の
所
為
な
り
。
憲
法
破
壊
の
汚
点
は
（
も
し
あ
ら
は
）

国
家
責
任
者
共
同
の
所
為
な
り
」
と
指
摘
し
た
（
49
）

。

こ
の
尾
崎
の
主
張
は
、
井
上
毅
、
箕
作
麟
祥
、
河
津
祐
之
ら
の
反
対
論
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
る
。
尾
崎
は
五
月
二
五
日
、
永
田
町
の

首
相
官
舎
へ
い
き
、
再
び
意
見
書
を
提
出
し
た
。
今
回
は
具
体
的
に
第
二
三
条
を
も
ち
だ
し
「
憲
法
第
廿
三
条
に
曰
、
日
本
臣
民
は
法
律

に
依
る
に
あ
ら
さ
れ
は
審
問
処
罰
せ
ら
る
ゝ
こ
と
な
し
と
。
此
法
律
と
は
則
現
在
す
る
の
法
律
を
云
ふ
も
の
に
し
て
、
決
し
て
犯
罪
人
を

捕
縛
し
た
る
後
に
制
定
し
た
る
法
律
を
言
ふ
に
あ
ら
さ
る
な
り
」
と
、
前
回
の
論
旨
を
繰
り
返
し
た
後
、
次
の
よ
う
に
論
じ
た
（
50
）

。

仮
令
へ
憲
法
に
背
反
す
る
も
当
局
者
責
任
を
負
ふ
て
決
す
れ
は
可
な
り
、
と
の
説
も
あ
ら
ん
。
然
れ
と
も
此
言
は
行
政
処
分
上
又

は
憲
法
上
与
へ
ら
れ
た
る
事
柄
に
於
て
言
ふ
へ
き
こ
と
に
し
て
、
万
一
国
民
の
非
難
を
受
く
る
と
き
は
自
ら
咎
を
引
き
、
以
て
累
を

聖
徳
に
及
さ
ゝ
ら
ん
と
の
言
な
り
。
然
る
に
憲
法
に
背
く
の
緊
急
命
令
は
縦
令
へ
諸
公
自
ら
責
任
を
負
は
せ
ら
る
ゝ
も
、
終
に
聖
徳

を
累
し
奉
り
、
汚
辱
を
後
来
に
遺
す
へ
き
も
の
な
り
。

明
治
立
憲
制
の
下
で
、
立
憲
制
が
封
じ
る
詔
勅
を
発
布
す
る
よ
り
は
、
戒
厳
令
と
同
じ
く
、
明
治
憲
法
に
く
み
こ
ま
れ
た
緊
急
勅
令
を

発
布
す
る
方
が
、
余
程
無
難
な
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
も
、
戒
厳
令
の
場
合
と
同
じ
く
、
①
緊
急
勅
令
発
布
の
要
件
を
具
備

し
て
い
た
か
ど
う
か
。
②
緊
急
勅
令
を
以
て
刑
法
第
三
条
「
法
律
ハ
頒
布
以
前
ニ
係
ル
犯
罪
ニ
及
ホ
ス
コ
ト
ヲ
得
ス
」
を
修
正
し
、
遡
及

処
罰
を
可
能
に
す
る
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
か
ど
う
か
。
こ
の
う
ち
、
前
者
は
、
新
聞
紙
・
雑
誌
な
ど
の
検
閲
を
許
す
緊
急
勅
令
の
場
合
と

異
な
り
、
枢
密
院
へ
諮
詢
す
れ
ば
井
上
毅
や
田
中
不
二
麿
ら
が
強
く
反
対
す
る
の
は
、
目
に
み
え
て
い
た
。
も
し
政
府
が
強
硬
な
姿
勢
で

反
対
を
踏
み
潰
し
て
発
布
す
る
場
合
、
今
一
つ
の
論
点
、
後
者
の
問
題
が
浮
上
し
た
。
果
し
て
緊
急
勅
令
は
遡
及
処
罰
を
禁
じ
る
刑
法
の

条
文
を
修
正
で
き
る
の
か
。
こ
れ
は
可
否
二
説
が
考
え
ら
れ
る
が
、
憲
法
第
八
条
が
緊
急
勅
令
を
「
法
律
ニ
代
ル
ヘ
キ
」
勅
令
と
定
め
る

二
七



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
七
〇
八
）

以
上
、
政
府
は
刑
法
の
基
本
原
則
た
る
条
文
で
あ
れ
裁
判
所
構
成
法
の
主
要
条
文
で
あ
れ
、
修
正
に
ふ
み
き
っ
た
に
違
い
な
い
。
憲
法
の

位
置
づ
け
か
ら
は
、
新
法
が
旧
法
に
優
越
す
る
と
い
う
、
法
の
一
般
原
則
が
働
く
だ
け
の
話
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
問
題
の
刑
法
第
三
条

は
、
刑
法
第
二
条
「
法
律
ニ
正
条
ナ
キ
者
ハ
何
等
ノ
所
為
ト
雖
モ
之
ヲ
罰
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
」
と
並
ん
で
、
憲
法
第
二
三
条
の
「
法
律
ニ

依
ル
ニ
非
ス
シ
テ
」
処
罰
を
う
け
る
こ
と
が
な
い
、
と
い
う
条
文
を
以
て
、
憲
法
上
の
保
障
に
格
上
げ
さ
れ
て
い
た
。
も
し
政
府
が
修
正

に
ふ
み
き
る
と
、
尾
崎
三
良
の
い
う
、
第
二
三
条
違
反
の
虞
れ
が
あ
っ
た
。
無
論
、
緊
急
勅
令
を
以
て
憲
法
の
条
文
を
修
正
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
政
府
が
緊
急
勅
令
発
布
へ
一
歩
ふ
み
だ
す
と
き
は
、
尾
崎
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
松
方
首
相
ら
が
立
憲
制
の
運
営
を
大
き
く

誤
ら
せ
る
の
で
あ
る
。

（
33
） 

ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
著
、
森
順
正
訳
『
刑
法
草
案
註
釈
』
上
巻
（
宗
文
館
書
店
、
一
九
八
八
年
）
四
六
〜
四
七
頁
。
本
書
は
、
司
法
省
一
八
八
六
年

発
行
の
原
本
の
復
刻
版
。

（
34
） 

さ
し
あ
た
り
、
ハ
ー
メ
ル
著
、
高
橋
太
郎
訳
「
日
本
新
刑
法
論
」
五
二
八
〜
五
二
九
頁
。
内
田
文
昭
ら
編
『
刑
法
（
明
治
四
〇
年
）
①
│
1
』

（
信
山
社
・
日
本
立
法
資
料
全
集
、
一
九
九
九
年
）
所
収
。
五
七
六
〜
五
七
七
頁
も
参
照
。

（
35
） 

注（
12
）一
二
頁
。

（
36
） 

注（
22
）一
三
〜
一
四
頁
。
引
用
の
さ
い
、
カ
タ
カ
ナ
を
ひ
ら
か
な
に
直
し
た
。

（
37
） 

注（
15
）三
浦
・
前
掲
書
三
七
頁
。

（
38
） 

注（
22
）二
〇
〜
二
一
頁
。

（
39
） 

明
治
一
五
年
の
太
政
官
布
告
第
三
七
号
は
、
名
称
な
し
、
内
容
は
「
凡
ソ
法
律
規
則
中
戦
時
ト
称
ス
ル
ハ
外
患
又
ハ
内
乱
ア
ル
ニ
際
シ
布
告
ヲ

以
テ
定
ム
ル
モ
ノ
ト
ス
」
で
あ
る
。
内
閣
官
報
局
編
『
法
令
全
書
』
明
治
一
五
年
（
原
書
房
、
一
九
七
六
年
）
二
九
頁
。
な
お
、
元
老
院
へ
の
議
案

名
は
、
第
三
四
二
号
議
案
「
戦
時
ヲ
定
ム
ル
ノ
儀
」。
太
政
官
布
告
第
三
六
号
が
戒
厳
令
で
あ
る
。

二
八



大
津
事
件
に
お
け
る
立
憲
制
の
危
機
（
新
井
）

（
七
〇
九
）

（
40
） 

三
浦
恵
一
『
戒
厳
令
詳
論
』（
松
山
房
、
一
九
三
二
年
）
一
四
〜
一
五
頁
。

（
41
） 

こ
れ
は
、
明
治
一
五
年
七
月
一
〇
日
、
元
老
院
第
一
読
会
に
お
け
る
内
閣
委
員
渡
正
元
の
説
明
。
明
治
法
制
経
済
史
研
究
所
編
『
元
老
院
会
議

筆
記
』
前
期
第
一
二
巻
（
元
老
院
会
議
筆
記
刊
行
会
、
一
九
六
六
年
）
六
二
五
〜
六
二
六
頁
。

（
42
） 
注（
41
）六
二
四
頁
。
引
用
の
さ
い
、
カ
タ
カ
ナ
を
ひ
ら
か
な
に
直
し
、
句
読
点
を
ふ
し
た
。

（
43
） 

注（
40
）三
浦
・
前
掲
書
は
、
事
変
と
い
う
の
は
「
例
へ
ば
明
治
十
年
の
西
南
事
変
や
北
清
事
変
、
西
伯
利
亜
事
変
の
如
く
戦
争
に
近
い
事
変
を

指
称
す
る
」
と
い
う
。
同
書
五
頁
。
大
津
事
件
が
こ
れ
ら
の
事
変
の
中
に
入
ら
な
い
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。

（
44
） 

日
比
谷
騒
擾
、
関
東
大
震
災
、
二
・
二
六
事
件
の
さ
い
の
戒
厳
令
は
、
大
江
志
乃
夫
『
戒
厳
令
』（
岩
波
新
書
、
一
九
七
八
年
）
参
照
。

（
45
） 

注（
25
）田
岡
・
前
掲
書
一
八
八
〜
一
八
九
頁
。

（
46
） 

注（
9
）新
井
・
前
掲
書
七
六
頁
。
引
用
の
さ
い
、
公
判
を
「
前
日
」
に
控
え
た
、
と
い
う
誤
り
を
訂
正
し
た
。

（
47
） 

伊
藤
隆
、
尾
崎
春
盛
編
『
尾
崎
三
良
日
記
』
中
巻
（
中
央
公
論
社
、
一
九
九
一
年
）
四
八
九
頁
。
こ
の
日
記
に
も
、
緊
急
勅
令
反
対
の
記
事
が

あ
る
。

（
48
） 

松
方
首
相
あ
て
尾
崎
三
良
意
見
書
、
明
治
二
四
年
五
月
一
五
日
付
。
注（
5
）『
松
方
正
義
関
係
文
書
』
第
一
一
巻
三
〇
七
〜
三
〇
八
頁
。
引
用

の
さ
い
、
カ
タ
カ
ナ
を
ひ
ら
か
な
に
直
し
、
句
読
点
を
ふ
し
た
。

（
49
） 

注（
48
）と
同
じ
。（
も
し
あ
ら
は
）
は
、
割
り
書
き
。

（
50
） 

松
方
首
相
あ
て
尾
崎
三
良
意
見
書
、
明
治
二
四
年
五
月
二
五
日
付
。
注（
5
）三
一
五
〜
三
一
七
頁
。
文
末
の
累
し
奉
り
は
、
わ
ず
ら
わ
し
奉
り

と
よ
み
、
巻
き
添
え
に
す
る
と
い
う
意
味
。

お
わ
り
に

本
稿
は
、
今
一
番
新
し
い
歴
史
辞
典
の
大
津
事
件
の
項
を
み
て
、
説
明
の
平
凡
さ
に
驚
か
さ
れ
た
こ
と
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
こ
の
項

二
九



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
七
一
〇
）

に
関
係
す
る
児
島
惟
謙
に
つ
い
て
も
、
同
じ
辞
典
の
児
島
の
項
を
一
見
し
て
、
今
度
は
説
明
の
誤
り
に
驚
か
さ
れ
た
。
執
筆
者
は
、
児
島

が
明
治
二
四
年
五
月
六
日
、
大
審
院
長
に
就
任
し
「
同
月
十
一
日
に
、
ロ
シ
ア
皇
太
子
が
遭
難
す
る
大
津
事
件
が
起
り
、
戦
争
を
恐
れ
た

政
府
は
、
未
遂
罪
で
も
死
刑
に
で
き
る
皇
室
に
対
す
る
罪
を
、
被
告
人
に
不
利
に
類
推
解
釈
し
て
適
用
す
る
よ
う
圧
力
を
か
け
、
大
審
院

も
政
府
に
屈
服
し
た
が
、
児
島
惟
謙
は
、
政
府
の
解
釈
は
憲
法
・
刑
法
に
違
反
す
る
こ
と
、
国
際
社
会
は
正
義
が
支
配
し
て
い
て
裁
判
の

結
果
に
乗
じ
て
侵
略
す
る
道
理
は
な
い
こ
と
を
主
張
し
て
、
裁
判
官
を
説
得
し
、
司
法
権
の
独
立
を
守
っ
た
」
と
記
し
て
い
る
（
51
）

。
被
告
人

に
有
利
な
類
推
解
釈
が
存
在
す
る
か
疑
わ
し
く
、
裁
判
官
を
説
得
し
て
司
法
権
独
立
に
反
し
な
い
か
疑
わ
し
い
が
、
こ
の
点
は
問
題
で
は

な
い
。
問
題
は
「
戦
争
を
恐
れ
た
政
府
」
と
い
う
記
述
が
事
実
か
ど
う
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
五
月
一
六
日
昼
前
、
ロ
シ
ア
側
が
求
償

権
を
放
棄
す
る
と
日
本
側
に
正
式
に
伝
え
て
き
た
か
ら
、
こ
の
時
点
で
、
ほ
ぼ
外
交
上
の
決
着
が
つ
い
て
い
た
。
戦
争
を
恐
れ
た
政
府
が

司
法
部
へ
圧
力
を
か
け
た
、
と
い
う
見
方
は
誤
り
で
あ
る
。

本
稿
は
、
大
津
事
件
の
今
後
の
研
究
の
進
展
の
た
め
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
の
う
ち
、
根
拠
の
不
確
か
な
も
の
や
誤
り
の
あ
る
も
の

を
指
摘
し
排
除
す
る
必
要
性
を
主
張
し
て
い
る
。
本
稿
は
そ
の
代
表
例
と
し
て
、
田
岡
良
一
氏
の
『
大
津
事
件
の
再
評
価
』
が
青
木
外
相

発
案
の
詔
勅
を
緊
急
勅
令
の
形
式
で
発
布
す
る
、
と
誤
っ
た
こ
と
を
俎
上
に
の
せ
た
。
明
治
立
憲
制
を
正
し
く
理
解
す
る
上
で
、
田
岡
氏

の
誤
り
は
継
承
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
五
月
一
五
日
、
青
木
や
伊
藤
博
文
は
、
司
法
部
の
躊
躇
や
抵
抗
を
お
し
き
り
、
津
田
三
蔵
を
死
刑

に
処
す
る
た
め
、
天
皇
が
詔
勅
を
発
す
る
、
実
際
上
は
勅
語
を
下
す
や
り
方
を
考
案
し
た
。
二
人
が
西
郷
内
相
や
黒
田
清
隆
ら
他
の
重
臣

を
ま
き
こ
ん
で
勅
語
の
下
賜
へ
と
ふ
み
だ
し
た
と
き
、
二
人
は
揺
籃
期
の
立
憲
制
を
危
機
に
陥
れ
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

五
月
一
五
日
の
際
ど
い
局
面
は
伊
東
巳
代
治
が
抑
え
こ
ん
だ
。
し
か
し
、
伊
藤
を
は
じ
め
重
臣
の
間
で
、
詔
勅
発
布
論
は
な
お
燻
っ
て

い
た
。
そ
こ
で
五
月
二
〇
日
夕
方
、
京
都
御
所
で
、
大
審
院
の
判
事
・
検
事
ら
に
対
し
て
、
天
皇
が
「
今
般
露
国
皇
太
子
に
関
す
る
事
件

三
〇



大
津
事
件
に
お
け
る
立
憲
制
の
危
機
（
新
井
）

（
七
一
一
）

は
国
家
の
大
事
な
り
。
注
意
し
て
速
か
に
処
分
す
べ
し
」
と
い
う
、
勅
語
を
下
し
た
の
で
あ
る
。
五
月
二
四
日
、
井
上
毅
は
、
小
田
原
の

伊
藤
博
文
に
書
簡
を
送
り
、
こ
の
勅
語
下
賜
を
批
判
し
た
。
井
上
は
、
犯
人
処
罰
に
つ
い
て
刑
法
を
類
推
解
釈
せ
よ
と
い
う
の
が
「
聖
上

の
特
旨
な
り
と
の
風
評
パ
ツ
ト
相
聞
え
候
。
乍
恐
憲
法
御
発
布
之
聖
詔
及
宣
誓
も
あ
ら
せ
ら
れ
、
今
更
法
律
外
之
特
旨
あ
ら
せ
ら
る
へ
き

理
や
あ
る
へ
き
。
是
れ
政
府
か
直
接
之
責
を
逃
る
へ
き
方
略
也
と
は
尤
も
苦
々
布
輿
論
之
攻
撃
点
と
な
る
へ
く
、
而
し
て
此
の
攻
撃
点
は

主
と
し
て
閣
下
に
集
る
な
る
へ
し
。
是
れ
裁
判
官
之
誤
謬
也
と
の
弁
解
は
三
尺
之
童
を
欺
く
に
足
ら
ざ
る
へ
し
」
と
指
摘
し
た
（
52
）

。
伊
藤
ら

が
立
憲
制
を
動
揺
さ
せ
た
、
と
批
判
し
た
の
で
あ
る
。
一
五
日
の
伊
東
巳
代
治
の
論
理
も
同
一
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。

本
稿
は
、
事
の
つ
い
で
に
、
戒
厳
令
、
お
よ
び
緊
急
勅
令
に
つ
い
て
も
考
察
し
た
。
ど
ち
ら
も
明
治
憲
法
に
根
拠
を
も
つ
か
ら
、
戒
厳

の
宣
告
や
緊
急
勅
令
の
発
布
の
方
が
、
立
憲
制
の
運
営
に
馴
染
む
か
と
い
う
仮
定
の
下
に
考
察
し
て
み
た
。
ど
ち
ら
に
つ
い
て
も
、
答
え

は
不
可
で
あ
る
。
大
津
町
を
擬
似
合
囲
地
境
と
し
て
戒
厳
令
を
発
令
し
、
三
蔵
の
裁
判
を
大
津
地
方
裁
判
所
か
ら
と
り
あ
げ
、
軍
法
会
議

が
三
蔵
に
死
刑
を
言
い
渡
す
、
こ
れ
は
無
理
で
あ
る
。
立
憲
制
の
運
営
を
大
き
く
誤
ら
せ
る
も
の
で
あ
る
。
新
聞
紙
・
雑
誌
な
ど
の
検
閲

を
許
す
緊
急
勅
令
と
同
じ
く
、
二
つ
目
の
緊
急
勅
令
を
発
し
て
刑
法
第
三
条
を
修
正
し
、
大
審
院
を
し
て
三
蔵
に
死
刑
を
言
い
渡
さ
せ
る

の
も
、
憲
法
第
二
三
条
違
反
の
虞
れ
が
あ
っ
た
。
こ
れ
も
ま
た
、
立
憲
制
の
運
営
を
大
き
く
誤
ら
せ
る
も
の
で
あ
る
。

（
51
） 

注（
2
）『
明
治
時
代
史
大
辞
典
』
第
一
巻
九
八
二
頁
。
執
筆
者
は
、
法
制
史
家
の
市
川
訓
敏
氏
。
な
お
、
市
川
氏
は
、
児
島
の
裁
判
官
説
得
に

つ
い
て
「
当
時
の
状
況
か
ら
す
れ
ば
、
司
法
権
の
独
立
を
行
政
権
の
不
当
な
干
渉
か
ら
守
り
、
憲
法
を
擁
護
し
て
公
正
な
裁
判
を
維
持
す
る
こ
と
が

緊
要
の
課
題
で
あ
っ
た
」
と
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
所
論
に
は
、
天
皇
の
裁
判
干
渉
の
事
実
が
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
し
、
公
判
前
に
児
島
が

大
審
院
判
事
ら
に
対
し
て
三
蔵
に
言
い
渡
す
刑
罰
を
指
示
し
た
こ
と
に
つ
い
て
の
考
察
が
欠
落
し
て
い
る
。

三
一



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
七
一
二
）

（
52
） 

伊
藤
博
文
あ
て
井
上
毅
意
見
書
、
明
治
二
四
年
五
月
二
四
日
付
。
注（
5
）三
一
三
〜
三
一
五
頁
。
ひ
ら
か
な
、
カ
タ
カ
ナ
混
交
の
原
文
を
引
用

す
る
さ
い
、
ひ
ら
か
な
に
統
一
し
た
。
パ
ツ
ト
、
は
元
の
ま
ま
。
引
用
の
さ
い
、
句
読
点
を
ふ
し
た
。
井
上
は
憲
法
第
二
三
条
を
引
用
し
て
「
憲
法

第
二
十
三
条
を
如
何
せ
ん
」
と
大
書
し
て
い
る
。

○
附
記

本
稿
は
行
論
上
、
多
く
の
史
料
を
引
用
し
て
い
る
。
史
料
中
、
傍
線
を
ふ
し
て
い
る
の
は
、
引
用
の
さ
い
、
引
用
者
が
ふ
し
た
も
の
で

あ
る
。

○
追
記

山
川
出
版
社
発
行
『
日
本
外
交
史
辞
典
』
新
版
（
一
九
九
二
年
）
一
一
〇
頁
に
「
大
津
事
件
」
の
項
が
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
近
代
史
家

の
安
岡
昭
男
氏
が
、
青
木
外
相
が
「
緊
急
勅
令
」
を
提
案
し
た
と
記
し
て
い
る
。

三
二


